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参考資料１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等 

 

１－１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（平成十八年六月二十一日） 

（法律第九十一号） 

第百六十四回通常国会 

第三次小泉内閣 

改正 平成一八年 六月二一日法律第 九二号 

同 一九年 三月三一日同 第 一九号 

同 二三年 五月 二日同 第 三五号 

同 二三年 六月二二日同 第 七〇号 

同 二三年 八月三〇日同 第一〇五号 

同 二三年一二月一四日同 第一二二号 

同 二五年 六月一四日同 第 四四号 

同 二六年 六月 四日同 第 五四号 

同 二六年 六月一三日同 第 六九号 

同 二九年 五月一二日同 第 二六号 

同 三〇年 五月二五日同 第 三二号 

同 三〇年 六月二七日同 第 六七号 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律をここに公布する。  

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に

かんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造

及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を

構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を

講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進

を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び

全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現

に資することを旨として、行われなければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける

ものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することによ

り、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。 

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建

築主等をいう。 

四 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び

旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。） 

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。第二

十三号ハにおいて同じ。） 

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線

を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において

同じ。）及び一般乗用旅客自動車運送事業者 

ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）によるバスターミナル事業を営む者 

ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による一般旅客定期航路事業（日本の国籍を

有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外

旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。）を営む者 

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行う

ものに限る。） 

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理

するもの 

五 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用

に供するものをいう。 

イ 鉄道事業法による鉄道施設 

ロ 軌道法による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル 

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するも

のに限る。） 
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ホ 航空旅客ターミナル施設 

六 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれるこ

とその他の政令で定める要件に該当するものをいう。 

七 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車（一般

乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道

路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客自動車運

送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移

動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省

令で定めるものに限る。）、船舶及び航空機をいう。 

八 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十八条第一項に規定する道路管理者を

いう。 

九 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。 

十 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第十二条に規定する路外駐車場

管理者又は都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項の都市計画区域外において特定

路外駐車場を設置する者をいう。 

十一 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第六号

に規定する自動車駐車場、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第二項に規定する

公園施設（以下「公園施設」という。）、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。）であ

って、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、

その利用について駐車料金を徴収するものをいう。 

十二 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者（以下「公園管理者」という。）

又は同項の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、

若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。 

十三 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。 

十四 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をい

う。 

十五 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。 

十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同

住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これら

に附属する建築物特定施設を含むものとする。 

十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 

十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他

の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。 

十九 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。 

二十 所管行政庁 建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の

長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準

法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特

別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

二十の二 移動等円滑化促進地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公

庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、生活関連施設相

互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構成す

る一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同

じ。）について移動等円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。 
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ハ 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効

かつ適切であると認められる地区であること。 

二十一 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 前号イに掲げる要件 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための

事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的

な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 

二十二 特定事業 公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、

建築物特定事業及び交通安全特定事業をいう。 

二十三 公共交通特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特定旅客施設内において実施するエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のた

めに必要な設備の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の変更に関する事業 

ハ 特定車両（軌道経営者又は一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用す

る車両等をいう。以下同じ。）を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動等

円滑化のために必要な事業 

二十四 道路特定事業 次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業（これと併せて

実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。）をいう。 

イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために必要な施設

又は工作物の設置に関する事業 

ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構造の改良

に関する事業 

二十五 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑

に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事

業をいう。 

二十六 都市公園特定事業 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関す

る事業をいう。 

二十七 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。ロにおいて同じ。）の

移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限る。）

における生活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

二十八 交通安全特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、道路交

通法（昭和三十五年法律第百五号）第九条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横

断歩道であることを表示する道路標示その他の移動等円滑化のために必要な信号機、道路標識

又は道路標示（第三十六条第二項において「信号機等」という。）の同法第四条第一項の規定

による設置に関する事業 

ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の二第一項の違法駐車行為をいう。以下この号におい

て同じ。）に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動

その他の移動等円滑化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の

防止のための事業 

（平三〇法三二・一部改正） 
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第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関す

る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 

三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項 

ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する基本的

な事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のた

めに必要な事項 

四 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項 

ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化

のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年法律

第百十九号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）、市街地再開発事業（都市再開発

法（昭和四十四年法律第三十八号）による市街地再開発事業をいう。以下同じ。）その他の市

街地開発事業（都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。）に関

し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の

整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に

関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 

五 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する

事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（平三〇法三二・一部改正） 

（国の責務） 

第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本

方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のため

の施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者

で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を

講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるととも

に、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他の移動等円

滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 

（平三〇法三二・一部改正） 
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（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（施設設置管理者等の責務） 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を

設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（国民の責務） 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性につい

て理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援そ

の他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなけ

ればならない。 

（平三〇法三二・一部改正） 

 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 

（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定め

る大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車

両等（以下「新設旅客施設等」という。）を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の

構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「公共交通移動等円滑化基準」という。）に適

合させなければならない。 

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合

するように維持しなければならない。 

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等（新設旅客施設等を除く。）を

公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動する

ために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。 

５ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努

めなければならない。 

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等） 

第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものに

よる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、

公共交通移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、主

務大臣は、当該新設旅客施設等が公共交通移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、これら

の規定による許可、認可その他の処分をしてはならない。 

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる

届出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第一項の主務省令で定める大

規模な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大

臣に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一項の規定により審査を行うものを除く。）若し

くは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条

第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等について同条第二項の規定に違反し

ている事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措

置をとるべきことを命ずることができる。 

（道路管理者の基準適合義務等） 

第十条 道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路（以下この条において

「新設特定道路」という。）を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例（国道（道
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路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。）にあっては、主務省令）で定める基準（以下こ

の条において「道路移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路を道路移動等円滑化基準に適合するように維持しなけ

ればならない。 

４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路を除く。）を道路移動等円滑化基準に適合させ

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 道路管理者は、その管理する新設特定道路について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当

該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければなら

ない。 

６ 新設特定道路についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用について

は、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第二号に規定する移動等

円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条

第一項」とあるのは「前条第一項」とする。 

（平二三法一〇五・平三〇法三二・一部改正） 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場（以下こ

の条において「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場

の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑化基準」という。）

に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合

するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、

高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することがで

きないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加すること

ができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路外駐

車場移動等円滑化基準（前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項において同じ。）に

適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場について、高齢者、障害者等に対し、

これらの者が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供する

よう努めなければならない。 

（平三〇法三二・一部改正） 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定め

るところにより、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」と

いう。）に届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二条の規定による届出をしなければな

らない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添

付して届け出たときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐

車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（公園管理者等の基準適合義務等） 

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設（以
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下この条において「新設特定公園施設」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設

の設置に関する条例（国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条

において「都市公園移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請があ

った場合には、同法第四条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを

審査しなければならない。この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移

動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように

維持しなければならない。 

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設（新設特定公園施設を除く。）を都市公園移動等円

滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

６ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設について、高齢者、障害者等に対し、これらの

者が当該新設特定公園施設を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めな

ければならない。 

（平二三法一〇五・平三〇法三二・一部改正） 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 

第十四条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして特別特定

建築物にすることを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特別特定建築

物（以下この条において「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑化のために必要な建築

物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建築物移動等円滑化基準」という。）

に適合させなければならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準

に適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、

高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができな

いと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第一項の建築の

規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要

な事項を付加することができる。 

４ 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。 

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしようとし、

又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含む。

以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事項を含む。第十七条第三項第一

号を除き、以下同じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

６ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者

等に対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に

提供するよう努めなければならない。 

（平三〇法三二・一部改正） 

（特別特定建築物に係る基準適合命令等） 

第十五条 所管行政庁は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるとき

は、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しな

い。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物

が前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を

当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しな

ければならない。 
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３ 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る

事項その他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 

第十六条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）の建築（用

途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。）をしようとするときは、

当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物

特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

３ 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建

築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定） 

第十七条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築物特

定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。）をしようとするときは、主務省令で定めると

ころにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請すること

ができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 特定建築物の位置 

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積 

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項 

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画 

五 その他主務省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維

持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑

に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に

関する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なもの

であること。 

４ 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第一項

（同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。）の規定による確認

の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一項の建築基準関

係規定に適合する旨の建築主事の通知（以下この条において「適合通知」という。）を受けるよう

申し出ることができる。 

５ 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主

事に通知しなければならない。 

６ 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について

準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第

一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。 

７ 所管行政庁が、適合通知を受けて第三項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築

等の計画は、建築基準法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。 

８ 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事が適合通知をす

る場合について準用する。 
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（平一八法九二・平二六法五四・一部改正） 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更） 

第十八条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定建築主等」という。）は、当該認定を受けた計

画の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政庁の認定を受

けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（認定特定建築物の容積率の特例） 

第十九条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二

第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第

六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十

八条の五（第二号イを除く。）、第六十八条の五の二（第二号イを除く。）、第六十八条の五の三

第一項（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の四（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の五第

一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六

条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の

容積率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものに

ついては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の基礎

となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、第十七条第三項の認

定を受けた計画（前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第二十

一条において同じ。）に係る特定建築物（以下「認定特定建築物」という。）の建築物特定施設の

床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超

えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。 

（平一九法一九・一部改正） 

（認定特定建築物の表示等） 

第二十条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地

又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるもの（次項において「広告等」という。）に、

主務省令で定めるところにより、当該認定特定建築物が第十七条第三項の認定を受けている旨の表

示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定建築主等に対する改善命令） 

第二十一条 所管行政庁は、認定建築主等が第十七条第三項の認定を受けた計画に従って認定特定建

築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し） 

第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三

項の認定を取り消すことができる。 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例） 

第二十三条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供

するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行

政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七

条第二項、第六十一条及び第六十二条第一項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は

耐火構造（同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。）とみなす。 

一 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主

務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。 

二 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適

合していること。 
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２ 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及

び避難上支障がないと認める場合について準用する。 

（平二六法五四・一部改正） 

（高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例） 

第二十四条 建築物特定施設（建築基準法第五十二条第六項に規定する昇降機並びに共同住宅及び老

人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。）の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する

ため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保

する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に

規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。 

（平二六法五四・平三〇法六七・一部改正） 

 

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置 

（平三〇法三二・追加） 

（移動等円滑化促進方針） 

第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等

円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等円滑化促進方針」とい

う。）を作成するよう努めるものとする。 

２ 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要

な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動

等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。 

４ 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び

配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。 

５ 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本

的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第五条第

一項に規定する地域公共交通網形成計画との調和が保たれたものでなければならない。 

６ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設

を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会

（以下「公安委員会」という。）の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

７ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務

大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。 

８ 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必

要な助言をすることができる。 

９ 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確

実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう

努めなければならない。 

１０ 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。 

（平三〇法三二・追加） 

（移動等円滑化促進方針の評価等） 

第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、

当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関
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する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認

めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。 

（平三〇法三二・追加） 

（協議会） 

第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成

に関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施（実施の状況についての調査、分析及び評価を含

む。）に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織する

ことができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促

進に関し密接な関係を有する者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲

げる者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じ

なければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなけれ

ばならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（平三〇法三二・追加） 

（移動等円滑化促進方針の作成等の提案） 

第二十四条の五 次に掲げる者は、市町村に対して、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするこ

とを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑

化促進方針の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に

関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変

更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合にお

いて、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしな

ければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

（行為の届出等） 

第二十四条の六 移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区の区域において、

旅客施設の建設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を

及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものをしようとする公共交通事業者等又は道路管理

者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場

所、設計又は施行方法、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村に届け出なければならな

い。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しよ

うとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めると

ころにより、その旨を市町村に届け出なければならない。 

３ 市町村は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が移動等円滑化

促進地区における移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に
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対し、その届出に係る行為に関し旅客施設又は道路の構造の変更その他の必要な措置の実施を要請

することができる。 

４ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に

通知することができる。 

５ 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第三項の規定による要請を受けた者

が正当な理由がなくて同項の措置を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、

当該措置を実施すべきことを勧告することができる。 

（平三〇法三二・追加） 

（市町村による情報の収集、整理及び提供） 

第二十四条の七 第二十四条の二第四項の規定により移動等円滑化促進方針において市町村が行う

移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当

該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供

を行うものとする。 

（平三〇法三二・追加） 

（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供） 

第二十四条の八 公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供

を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施

設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報の収集、整理及び提

供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が特定

路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提

供するよう努めなければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 

（移動等円滑化基本構想） 

第二十五条 市町村は、基本方針（移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移

動等円滑化促進方針。以下同じ。）に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整

備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以下

「基本構想」という。）を作成するよう努めるものとする。 

２ 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 重点整備地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 

三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化の

ために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項（旅客施設の所在地を含まない重点整備地

区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑

な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。） 

四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発

事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整

備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関す

る事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本

的な方針について定めるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当

該基本構想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなければな
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らない。 

５ 基本構想には、道路法第十二条ただし書及び第十五条並びに道路法の一部を改正する法律（昭和

三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法改正法」という。）附則第三項の規定にか

かわらず、国道又は都道府県道（道路法第三条第三号の都道府県道をいう。第三十二条第一項にお

いて同じ。）（道路法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項

の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの（道路法第十七条第一項から第

四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は

同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。）に限る。以下同じ。）に

係る道路特定事業を実施する者として、市町村（他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場

合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。）を定めること

ができる。 

６ 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高

齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

７ 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、第二十六条第一項の協議会が組織されて

いないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及

び公安委員会と協議をしなければならない。 

８ 市町村は、第二十六条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当た

り、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について

基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。 

９ 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反

映されるよう努めるものとする。 

１０ 第二十四条の二第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、基本構想の作成について

準用する。この場合において、同条第四項中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地

区」と読み替えるものとする。 

１１ 第二十四条の二第七項から第九項まで及びこの条第六項から第九項までの規定は、基本構想の

変更について準用する。 

（平一九法一九・平二三法三五・平二三法一〇五・平三〇法三二・一部改正） 

（基本構想の評価等） 

第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基本構

想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、

分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものと

する。 

（平三〇法三二・追加） 

（協議会） 

第二十六条 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実

施（実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整を行うための協議会（以

下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 基本構想を作成しようとする市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業

を実施すると見込まれる者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲

げる者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じ

なければならない。 
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５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなけれ

ばならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（平三〇法三二・一部改正） 

（基本構想の作成等の提案） 

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案すること

ができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成して、

これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施し

ようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に

関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否

かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、基本構

想の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（公共交通特定事業の実施） 

第二十八条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事業者

等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画（以下

「公共交通特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施する

ものとする。 

２ 公共交通特定事業計画においては、実施しようとする公共交通特定事業について次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両 

二 公共交通特定事業の内容 

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市

町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村

及び施設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。 

（公共交通特定事業計画の認定） 

第二十九条 公共交通事業者等は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、公共交通特定

事業計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものであ

る旨の認定を申請することができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第二項第二号に掲げる事

項が基本方針及び公共交通移動等円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同号及び同項第

三号に掲げる事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なもの

であると認めるときは、その認定をするものとする。 

３ 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主

務大臣の認定を受けなければならない。 

４ 第二項の規定は、前項の認定について準用する。 

５ 主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画（第三項の規定に
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よる変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。）に従って公共交通特定

事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

（公共交通特定事業計画に係る地方債の特例） 

第三十条 地方公共団体が、前条第二項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事

業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費で

あって地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しな

いものは、同条第五号に規定する経費とみなす。 

（道路特定事業の実施） 

第三十一条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する道路管理者は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画（以下「道路特定

事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。 

２ 道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほか、

当該重点整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。 

３ 道路特定事業計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 道路特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

４ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、施設

設置管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 道路管理者は、道路特定事業計画において、道路法第二十条第一項に規定する他の工作物につい

て実施し、又は同法第二十三条第一項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、

あらかじめ、当該道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。こ

の場合において、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設の管理者に求めるときは、

当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用の概算及び道路管理者と当該工作

物又は施設の管理者との分担割合を定めるものとする。 

６ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるととも

に、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施設の管理

者に送付しなければならない。 

７ 前三項の規定は、道路特定事業計画の変更について準用する。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（市町村による国道等に係る道路特定事業の実施） 

第三十二条 第二十五条第五項の規定により基本構想において道路特定事業を実施する者として市

町村（道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下この条及び第五十五条から第五十七条までにお

いて同じ。）が定められたときは、前条第一項、同法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三

十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、市町村は、単独で又は他の市町村若しくは道

路管理者と共同して、国道又は都道府県道に係る道路特定事業計画を作成し、これに基づき、当該

道路特定事業を実施するものとする。 

２ 前条第二項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第

四項から第六項までの規定中「道路管理者」とあるのは、「次条第一項の規定により道路特定事業

を実施する市町村（他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他

の市町村又は道路管理者）」と読み替えるものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定により国道に係る道路特定事業を実施しようとする場合においては、主

務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務

省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 

４ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特
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定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を

公示しなければならない。 

５ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業を実施する場合においては、政令で定めるところに

より、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。 

６ 市町村が第一項の規定により道路特定事業を実施する場合には、その実施に要する費用の負担並

びにその費用に関する国の補助及び交付金の交付については、都道府県が自ら当該道路特定事業を

実施するものとみなす。 

７ 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村に交

付するものとする。 

８ 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律

第百七十九号）の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（路外駐車場特定事業の実施） 

第三十三条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する路外駐車場管理

者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画（以

下この条において「路外駐車場特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該路外駐車

場特定事業を実施するものとする。 

２ 路外駐車場特定事業計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場 

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係す

る市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市

町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更について準用する。 

（都市公園特定事業の実施） 

第三十四条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公園管理者等は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画（以下この条

において「都市公園特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を

実施するものとする。ただし、都市公園法第五条第一項の規定による許可を受けて公園施設（特定

公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、又は設け若しくは管理しようとする者が都市公園特定

事業計画を作成する場合にあっては、公園管理者と共同して作成するものとする。 

２ 都市公園特定事業計画においては、実施しようとする都市公園特定事業について次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 都市公園特定事業を実施する都市公園 

二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村

及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の十第一項に規定する他の工

作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管

理者と協議しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他

の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要
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する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。 

５ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努める

とともに、関係する市町村及び施設設置管理者並びに前項に規定する他の工作物の管理者に送付し

なければならない。 

６ 前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変更について準用する。 

（平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正） 

（建築物特定事業の実施） 

第三十五条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、単

独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画（以下この条にお

いて「建築物特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施する

ものとする。 

２ 建築物特定事業計画においては、実施しようとする建築物特定事業について次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 建築物特定事業を実施する特定建築物 

二 建築物特定事業の内容 

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施

設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設

置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更について準用する。 

（平二五法四四・一部改正） 

（交通安全特定事業の実施） 

第三十六条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画（以下「交通

安全特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものと

する。 

２ 前項の交通安全特定事業（第二条第二十八号イに掲げる事業に限る。）は、当該交通安全特定事

業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関

する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなけ

ればならない。 

３ 交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

４ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及

び道路管理者の意見を聴かなければならない。 

５ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めると

ともに、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。 

６ 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（生活関連施設又は一般交通用施設の整備等） 
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第三十七条 国及び地方公共団体は、基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設

の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

２ 基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の管理者（国又は地方公共団体を

除く。）は、当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化のための

事業の実施に努めなければならない。 

（基本構想に基づく事業の実施に係る命令等） 

第三十八条 市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定

事業、第三十四条第一項の都市公園特定事業（公園管理者が実施すべきものを除く。）又は第三十

五条第一項の建築物特定事業（国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。）（以下この条にお

いて「公共交通特定事業等」と総称する。）が実施されていないと認めるときは、当該公共交通特

定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 

２ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等

（公共交通特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事

業にあっては公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。）に

通知することができる。 

３ 主務大臣等は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた

者が正当な理由がなくて公共交通特定事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた

者に対し、当該公共交通特定事業等を実施すべきことを勧告することができる。 

４ 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講

じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事実がある

と認めるときは、第九条第三項、第十二条第三項及び第十五条第一項の規定により違反を是正する

ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除くほか、当該勧告を受けた者に対

し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例） 

第三十九条 基本構想において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、

第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画（基本構想において定められた重

点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。）においては、重点整備地区の区域内

の住民その他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生活関連施設又は一般交通用施設で国、地

方公共団体、公共交通事業者等その他政令で定める者が設置するもの（同法第二条第五項に規定す

る公共施設を除き、基本構想において第二十五条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事

業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限る。）の用に供するため、一定の

土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、

当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、

地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての

者の同意を得なければならない。 

２ 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画にお

いて定められた保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しく

は第五項」とあるのは、「第三条第四項」と読み替えるものとする。 

３ 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画

整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、

永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政

令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九

条第二項の規定は、この場合について準用する。 

４ 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。 

５ 第一項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、第百

二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、同項から第三項までの規定は、同法の規

定とみなす。 
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（平二三法一〇五・一部改正） 

（地方債についての配慮） 

第四十条 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす

地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、

特別の配慮をするものとする。 

（市町村による情報の収集、整理及び提供等） 

第四十条の二 第二十五条第十項において読み替えて準用する第二十四条の二第四項の規定により

基本構想において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定

められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収

集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあ

った場合について準用する。 

（平三〇法三二・追加） 

 

第五章 移動等円滑化経路協定 

（移動等円滑化経路協定の締結等） 

第四十一条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他

の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利（臨時設備その他一時使用の

ため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。）を有する者（土地区画整

理法第九十八条第一項（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭

和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。）第八十三

条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により仮換地として指定された土地にあって

は、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総

称する。）は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備

又は管理に関する協定（以下「移動等円滑化経路協定」という。）を締結することができる。ただ

し、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっ

ては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合（当

該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当

該土地を使用している場合を除く。）においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者

の合意を要しない。 

２ 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域（以下「移動等円滑化経路協定区域」という。）

及び経路の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の経路における移動等円滑化に関する基準 

ロ 前号の経路を構成する施設（エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために

必要な設備を含む。）の整備又は管理に関する事項 

ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項 

三 移動等円滑化経路協定の有効期間 

四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置 

３ 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。 

（平三〇法三二・一部改正） 

（認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等） 

第四十二条 市町村長は、前条第三項の認可の申請があったときは、主務省令で定めるところにより、

その旨を公告し、当該移動等円滑化経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければな



資料-21 
 

らない。 

２ 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動等

円滑化経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。 

（移動等円滑化経路協定の認可） 

第四十三条 市町村長は、第四十一条第三項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、

同項の認可をしなければならない。 

一 申請手続が法令に違反しないこと。 

二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。 

三 第四十一条第二項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

２ 市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を

公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとと

もに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければな

らない。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（移動等円滑化経路協定の変更） 

第四十四条 移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力

が及ばない者を除く。）は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合に

おいては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 

２ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

（移動等円滑化経路協定区域からの除外） 

第四十五条 移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮

換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）で当該移動等円滑化経路

協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合におい

ては、当該借地権等の目的となっていた土地（同項の規定により仮換地として指定された土地に対

応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地）は、当該移動等

円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

２ 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地と

して指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一

項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土

地区画整理法第九十一条第三項（大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含

む。）の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように

定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項（大

都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。）の公告があった日が終了した時にお

いて当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

３ 前二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から

除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土

地に対応する従前の土地に係る土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除

く。）は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第

二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外

されたことを知った場合について準用する。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（移動等円滑化経路協定の効力） 

第四十六条 第四十三条第二項（第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認

可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協
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定区域内の土地所有者等となった者（当該移動等円滑化経路協定について第四十一条第一項又は第

四十四条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。）に

対しても、その効力があるものとする。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等） 

第四十七条 移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者（土地区画整理法第九十八条第一項の規定

により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当該

移動等円滑化経路協定の効力が及ばないものは、第四十三条第二項（第四十四条第二項において準

用する場合を含む。）の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその

意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加わることができる。 

２ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。 

３ 移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時

において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整

理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する

従前の土地）について、前項において準用する第四十三条第二項の規定による公告のあった後にお

いて土地所有者等となった者（前条の規定の適用がある者を除く。）に対しても、その効力がある

ものとする。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（移動等円滑化経路協定の廃止） 

第四十八条 移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ば

ない者を除く。）は、第四十一条第三項又は第四十四条第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協

定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可

を受けなければならない。 

２ 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

（土地の共有者等の取扱い） 

第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、

第四十七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有

する者とみなす。 

（一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定） 

第五十条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有

者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可

を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めること

ができる。 

２ 市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等

円滑化経路協定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとす

る。 

３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。 

４ 第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該移

動等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十三

条第二項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円

滑化経路協定となる。 

（平二三法一〇五・平三〇法三二・一部改正） 

（借主の地位） 

第五十一条 移動等円滑化経路協定に定める事項が建築物その他の工作物の借主の権限に係る場合

においては、その移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土地所有

者等とみなして、この章の規定を適用する。 
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第六章 雑則 

（資金の確保等） 

第五十二条 国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努め

なければならない。 

２ 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保並びに研究開発の推進及びその成果の普及に努めな

ければならない。 

（移動等円滑化の進展の状況に関する評価） 

第五十二条の二 国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公

共団体、施設設置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の

状況を把握し、及び評価するよう努めなければならない。 

（平三〇法三二・追加） 

（報告及び立入検査） 

第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、

公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交

通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場

の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路

外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しくは業務に関

し検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

３ 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に

対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職

員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

４ 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告

をさせることができる。 

５ 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

６ 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

（主務大臣等） 

第五十四条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項

については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大

臣とする。 

２ 第九条、第二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項（同条第四

項において準用する場合を含む。）、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、

前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項

（これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含

む。）における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。 

３ この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第三十条における主務省令は、総

務省令とし、第三十六条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。 

４ この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長

に委任することができる。 

（平二三法一〇五・平三〇法三二・一部改正） 
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（不服申立て） 

第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある

者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審

査請求をすることができる。 

（平二六法六九・一部改正） 

（事務の区分） 

第五十六条 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務（費用の

負担及び徴収に関するものを除く。）は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九

項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（道路法の適用） 

第五十七条 第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法

第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。 

（経過措置） 

第五十八条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定

又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）を定めることができる。 

 

第七章 罰則 

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者は、

三百万円以下の罰金に処する。第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金

に処する。 

一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第三十八条第四項の規定による命令に違反した者 

三 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を

した者 

第六十一条 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

五十万円以下の罰金に処する。 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者 

二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同

条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者 

三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を

した者 

（平三〇法三二・一部改正） 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を

した者 

二 第五十三条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第五十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
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又は人に対しても各本条の刑を科する。 

第六十五条 第二十四条の八第一項（第四十条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定に

よる情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

（平三〇法三二・追加） 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成一八年政令第三七八号で平成一八年一二月二〇日から施行） 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律及び高齢者、身

体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止） 

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成六年法

律第四十四号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二

年法律第六十八号） 

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者等の基準適合義務に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及び特定

公園施設の新設、増設又は改築については、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条

第一項の規定は、適用しない。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の廃止に伴う経

過措置） 

第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築

物の建築の促進に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の

行為は、この法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。 

２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、第

十四条第一項から第三項までの規定は適用せず、なお従前の例による。 

３ この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間における用

途の変更をするものについては、第十四条第一項の規定は適用せず、なお従前の例による。 

４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二項に規定する特別特定建築物については、同項に規

定する工事が完了した後）に建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この

項において同じ。）をした特別特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築をした特別特

定建築物については、なお従前の例による。 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止に伴う

経過措置） 

第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移

動の円滑化の促進に関する法律（以下この条において「旧移動円滑化法」という。）第六条第一項

の規定により作成された基本構想、旧移動円滑化法第七条第一項の規定により作成された公共交通

特定事業計画、旧移動円滑化法第十条第一項の規定により作成された道路特定事業計画及び旧移動

円滑化法第十一条第一項の規定により作成された交通安全特定事業計画は、それぞれ第二十五条第

一項の規定により作成された基本構想、第二十八条第一項の規定により作成された公共交通特定事

業計画、第三十一条第一項の規定により作成された道路特定事業計画及び第三十六条第一項の規定

により作成された交通安全特定事業計画とみなす。 

２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、こ

の法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。 
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（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第九二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成一九年政令第四八号で平成一九年六月二〇日から施行） 

附 則 （平成一九年三月三一日法律第一九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成一九年政令第三〇三号で平成一九年九月二八日から施行） 

附 則 （平成二三年五月二日法律第三五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成二三年政令第二三四号で平成二三年八月一日から施行） 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附

則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅

い日から施行する。（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日＝平成二三年八月三〇日） 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。）、第十二条、第十四条（地方自治

法別表第一公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）の項及び道路法（昭和二十七年法律第

百八十号）の項の改正規定に限る。）、第十六条（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

二条及び第十三条の改正規定を除く。）、第五十九条、第六十五条（農地法第五十七条の改正規

定に限る。）、第七十六条、第七十九条（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。）、第九十八条（公営住宅法第六条、第

七条及び附則第二項の改正規定を除く。）、第九十九条（道路法第十七条、第十八条、第二十四

条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。）、

第百二条（道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十

七条の改正規定に限る。）、第百四条、第百十条（共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六

条の改正規定に限る。）、第百十四条、第百二十一条（都市再開発法第百三十三条の改正規定に

限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。）、第百

三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規

定に限る。）、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条（電線共同溝の整備等に関する特別

措置法第二十七条の改正規定に限る。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十

五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。）、第百五十三条、第百五十五条（都市再生特

別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。）、第百五十六
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条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。）、第百五十九条、

第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六

条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号

イ」に改める部分に限る。）並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。）、第百六十二条

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定（同条第七項中

「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条

第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されてい

ない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正

規定に限る。）、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条（廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。）、第百七十五条及び第百八十

六条（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の

改正規定に限る。）の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、

第八十七条（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五百八十七条の二及び附則第十一

条の改正規定に限る。）、第九十一条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十

三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。）、第九十二条（高速自

動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第二十五条の改正規定を除く。）、第九十三条、第

九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して

三月を経過した日 

二 第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法

第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）

の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八

号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四

年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の

項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六

十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九

号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の項の

改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、

第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十

四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、

第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一

条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八

条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力

開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十

一条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、

第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農

地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条か

ら第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、

第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第

十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百

三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第百八条、第百十五条（首

都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地

の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に

関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、

第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二

条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、

第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第

六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二

条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を

除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十

一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、
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第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地

方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条

から第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別

措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十

七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改

正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、

第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第

百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百六十条（地域におけ

る多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定

（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第

十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、

第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条

の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二

十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六

条及び第四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条

第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第

四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）

の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第

二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四

十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第

五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条

第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三

項、第八十三条、第八十七条（地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。）、

第八十九条、第九十条、第九十二条（高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。）、第百

一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条（地域における多様な主

体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成二十二年法律第七

十二号）第四条第八項の改正規定に限る。）、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三

条第二項の規定 平成二十四年四月一日 

（平二三法七〇・平二三法一二二・一部改正） 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第七十二条 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、

第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。以下この項から第三項

までにおいて同じ。）の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百六十二条の規

定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下この項から第三項

までにおいて「新高齢者移動等円滑化法」という。）第十条第一項、第十三条第一項又は第三十六

条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、新高齢者移動等円滑化法第十条第二項

の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第十三条第

二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第三十

六条第二項の主務省令で定める基準は同項の条例で定める基準とみなす。 

２ 第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（以下この項及び次項において「旧高齢者移動等円滑化法」という。）

第十二条第三項若しくは第五十三条第二項の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為

又は旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事に対して

行った届出で、新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条第二項の規定により市長が行うこ

ととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った命令その他の行為又は

当該市長に対して行った届出とみなす。 
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３ 第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定によ

り都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新高齢者移動等円滑化

法第十二条第一項又は第二項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるも

ので、第百六十二条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百六十二条の規

定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項

についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。 

４ 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正

規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」

に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が

組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十

四条の改正規定に限る。以下この項において同じ。）の施行前に第百六十二条の規定による改正前

の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた認

可又は第百六十二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第

百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二

条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同

じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年一二月一四日法律第一二二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 

附 則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。（平成二七年政令第

一〇号で平成二七年六月一日から施行） 

一 略 

二 第五十二条第三項の改正規定（「部分（」の下に「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部

分又は」を加える部分及び「又は」を「若しくは」に改める部分に限る。）及び同条第六項の改

正規定並びに次条の規定及び附則第十三条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に



資料-30 
 

関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の改正規定に限る。） 公布の日から起算

して六月を超えない範囲内において政令で定める日（平成二六年政令第二三一号で平成二六年七

月一日から施行） 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。（施

行の日＝平成二八年四月一日） 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前に

された行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の

行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起し

ないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立

てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっ

ては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したも

のを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による

改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起するこ

とができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行

前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月一二日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。（平成二九年政令第一五五号で平成二九年六月一五日から施行） 

附 則 （平成三〇年五月二五日法律第三二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第二条及び次条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。（平成三〇年政令

第二九七号で平成三〇年一一月一日から施行） 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認
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めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成三〇年六月二七日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第一条の規定並びに次条並びに附則第三条、第九条及び第十五条（高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の改正規定に限る。）の

規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日（平成三〇年政令第

二五四号で平成三〇年九月二五日から施行）
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１－２ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

（平成十八年十二月八日） 

（政令第三百七十九号） 

改正 平成一九年 三月二二日政令第 五五号 

同 一九年 八月 三日同 第二三五号 

同 一九年 九月二〇日同 第二九二号 

同 一九年 九月二五日同 第三〇四号 

同 二六年 五月二八日同 第一八七号 

同 二七年 一月二三日同 第 二一号 

同 二八年 三月三一日同 第一八二号 

同 三〇年 九月二八日同 第二八〇号 

同 三〇年一〇月一九日同 第二九八号 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令をここに公布する。 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

 

内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第

二条第六号、第九号、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書、第九条第一項及

び第二項、第十四条第一項、第十九条、第三十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、第五十三

条第三項並びに附則第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 

（特定旅客施設の要件） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第六

号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数（当該旅客施設が新たに建設される場合に

あっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み）が五千人以上であるこ

と。 

二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数（当該旅

客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の

見込み）が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であ

ると認められること。 

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交

通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の

人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総

務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人

数以上であること。 

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交

通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の

人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総

務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人

数以上であること。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その
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他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅

客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められる

ものであること。 

（特定道路） 

第二条 法第二条第九号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年法律

第百八十号）による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって

国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。 

（特定公園施設） 

第三条 法第二条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令又は条

例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十

三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるも

のを除く。）とする。 

一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主

要な公園施設（以下この号において「屋根付広場等」という。）との間の経路及び第六号に掲げ

る駐車場と屋根付広場等（当該駐車場を除く。）との間の経路を構成する園路及び広場 

二 屋根付広場 

三 休憩所 

四 野外劇場 

五 野外音楽堂 

六 駐車場 

七 便所 

八 水飲場 

九 手洗場 

十 管理事務所 

十一 掲示板 

十二 標識 

（特定建築物） 

第四条 法第二条第十六号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和二十五年法

律第二百一号）第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の

伝統的建造物群を構成している建築物を除く。）とする。 

一 学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 事務所 

九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 
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十三 博物館、美術館又は図書館 

十四 公衆浴場 

十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営

む店舗 

十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

十八 工場 

十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

二十 自動車の停留又は駐車のための施設 

二十一 公衆便所 

二十二 公共用歩廊 

（平一九政二三五・一部改正） 

（特別特定建築物） 

第五条 法第二条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 

一 特別支援学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するも

のに限る。） 

十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに

限る。）若しくはボーリング場又は遊技場 

十二 博物館、美術館又は図書館 

十三 公衆浴場 

十四 飲食店 

十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営

む店舗 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。） 

十八 公衆便所 

十九 公共用歩廊 

（平一九政五五・平一九政二三五・一部改正） 

（建築物特定施設） 

第六条 法第二条第十八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 出入口 
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二 廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。） 

三 階段（その踊場を含む。以下同じ。） 

四 傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。） 

五 エレベーターその他の昇降機 

六 便所 

七 ホテル又は旅館の客室 

八 敷地内の通路 

九 駐車場 

十 その他国土交通省令で定める施設 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第七条 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項

の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物

（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の

規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。）以外の建築物とする。 

２ 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規

定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあ

っては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項の規定によ

り同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を

除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号の延べ

面積をいう。第二十四条において同じ。）が一万平方メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条（同法第八十七

条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区

にあっては、卸売市場に係る部分に限る。）の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命

令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 

（基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等） 

第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項、第九条第一項（同法第十二条第四

項において準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条

第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第九条第一項 

二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第五条第一項及び第十条並びに軌道法施行令（昭和二十八

年政令第二百五十八号）第六条第一項本文 

三 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第三条及び第十一条第一項 

２ 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法第九条第三項（同法第十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第十二条

第二項 

二 軌道法施行令第六条第一項ただし書 

三 自動車ターミナル法第十一条第三項 

（基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模） 

第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積（増築若しくは改築又は用途の変更の場合

にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積）の合計二千平方メートル

（第五条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、五十平方メートル）とする。 

（建築物移動等円滑化基準） 

第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、次条から
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第二十三条までに定めるところによる。 

（廊下等） 

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に

掲げるものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等

の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、

視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に敷設される

ブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面と

の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。）

を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合

は、この限りでない。 

（階段） 

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲

げるものでなければならない。 

一 踊場を除き、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に

識別できるものとすること。 

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚

障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を

敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、

この限りでない。 

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段に

代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければならない。 

一 勾こう配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、

手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別

できるものとすること。 

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視

覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合

は、この限りでない。 

（便所） 

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場

合には、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 便所内に、車椅子を使用している者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用すること

ができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房（以下「車椅子使用者用便房」という。）

を一以上設けること。 
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二 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一

以上設けること。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便

所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが三十

五センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を一以上設けなければならな

い。 

（平三〇政二九八・一部改正） 

（ホテル又は旅館の客室） 

第十五条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる

客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）を一以上設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数

の者が利用する便所（車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合は、この限りでない。 

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものである

こと。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し

て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

二 浴室又はシャワー室（以下この号において「浴室等」という。）は、次に掲げるものであるこ

と。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（次に掲

げるものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けら

れている場合は、この限りでない。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造である

こと。 

ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。 

（平三〇政二九八・一部改正） 

（敷地内の通路） 

第十六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易

に識別できるものとすること。 

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一

を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別

できるものとすること。 

（駐車場） 

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける
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場合には、そのうち一以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車椅

子使用者用駐車施設」という。）を一以上設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

（平三〇政二九八・一部改正） 

（移動等円滑化経路） 

第十八条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上（第四号に掲げる場合

にあっては、その全て）を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下この条において「移

動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室（以

下「利用居室」という。）を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）

から当該利用居室までの経路（直接地上へ通ずる出入口のある階（以下この条において「地上階」

という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階

とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。） 

二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以

下同じ。）を設ける場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。

次号において同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路 

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合当該車椅子使用者用駐車施設か

ら利用居室までの経路 

四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方

の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。） 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその

他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過で

きる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであ

ること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過で

きる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）

は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっ

ては九十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっ

ては、八分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（次号に規定するものを除く。以下この号にお
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いて同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

イ 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。）は、利用居室、車椅子使用

者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上と

すること。 

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限

る。）の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定

めるもののほか、次に掲げるものであること。 

（１） 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 

（２） 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロ

ビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視

覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

（１） 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知ら

せる装置を設けること。 

（２） 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその

他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）

は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができ

る構造とすること。 

（３） 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設ける

こと。 

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベー

ターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が

定める構造とすること。 

七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十六条の規定によるほか、次に掲げるも

のであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過で

きる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものに

あっては九十センチメートル以上とすること。 

（２） 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のも

のにあっては、八分の一を超えないこと。 

（３） 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限る。）

にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊

場を設けること。 

３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定に
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よることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、

広場その他の空地（以下「道等」という。）」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 

（平三〇政二九八・一部改正） 

（標識） 

第十九条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に

は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は

駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。 

（案内設備） 

第二十条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエ

レベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなけれ

ばならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認で

きる場合は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベー

ターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に

示すための設備を設けなければならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。 

（案内設備までの経路） 

第二十一条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路

（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、そのうち

一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経

路」という。）にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交

通大臣が定める場合は、この限りでない。 

２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面

に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、

周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。）

及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘

導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限

りでない。 

二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者

に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

イ 車路に近接する部分 

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（視覚障害者の利用上支障がないも

のとして国土交通大臣が定める部分を除く。） 

（増築等に関する適用範囲） 

第二十二条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号に

おいて「増築等」という。）をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物

の部分に限り、適用する。 

一 当該増築等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階

段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）

から車椅子使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの一以上の経路を

構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 
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五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第一号に掲げ

る部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）までの一以上の

経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

（平三〇政二九八・一部改正） 

（条例で定める特定建築物に関する読替え） 

第二十三条 法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した

場合における第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項及び前条の

規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、同条中「特別特定建築物」とあるのは

「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。 

（認定特定建築物の容積率の特例） 

第二十四条 法第十九条の政令で定める床面積は、認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度とし

て、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面

積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。 

（移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為） 

第二十五条 法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの（法第二十八条第一項

の公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。）とす

る。 

一 生活関連施設である旅客施設（以下この条において「生活関連旅客施設」という。）の建設又

は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施

設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適

するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変

更を伴うもの 

イ 他の生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案

して国土交通省令で定めるものに限る。） 

二 生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接

するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土

交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕 

イ 生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案

して国土交通省令で定めるものに限る。） 

（平三〇政二九八・追加） 

（道路管理者の権限の代行） 

第二十六条 法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施

行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項第四号、第十九号、第二十号（道路法第四

十六条第一項第二号の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項において同じ。）、

第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号（道路法第九十五条の二第一項の

規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。）に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と

協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなけ

ればならない。 

２ 市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第

十九号又は第二十号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなけ

ればならない。 

３ 第一項に規定する市町村の権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示される工事の開始の
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日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一

項第三十号及び第三十一号に掲げる権限については、工事の完了の日後においても行うことができ

る。 

（平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一

部改正、平三〇政二九八・旧第二十五条繰下） 

（保留地において生活関連施設等を設置する者） 

第二十七条 法第三十九条第一項の政令で定める者は、国（国の全額出資に係る法人を含む。）又は

地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とす

る。 

（平三〇政二九八・旧第二十六条繰下） 

（生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準） 

第二十八条 法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する

金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法（昭和二

十九年法律第百十九号）第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその

宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することがで

きる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。 

（平三〇政二九八・旧第二十七条繰下） 

（報告及び立入検査） 

第二十九条 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定める規

模（同条第三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において

同じ。）以上の特別特定建築物（同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項におい

て同じ。）の建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。）若しくは維持保全をす

る建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準（同

条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。）への適合に関する事項に関し報告を

させ、又はその職員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現

場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書

その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特

定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当

該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、

当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使

用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる。 

（平三〇政二九八・旧第二十八条繰下・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢

者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止） 

第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令（平成

六年政令第三百十一号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成十二年政令第四百四十三号） 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に

伴う経過措置） 
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第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、

第十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、

なお従前の例による。 

（類似の用途） 

第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいず

れかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 

一 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。） 

二 劇場、映画館又は演芸場 

三 集会場又は公会堂 

四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

五 ホテル又は旅館 

六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するも

のに限る。） 

七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

八 博物館、美術館又は図書館 

附 則 （平成一九年三月二二日政令第五五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成一九年八月三日政令第二三五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（平一九政二九二・旧第四十条繰下） 

附 則 （平成一九年九月二〇日政令第二九二号） 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一九年九月二五日政令第三〇四号） 

（施行期日） 

１ この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月二十八日）

から施行する。 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

２ この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第

九十一号）第三十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第六項の規定により公表

された道路特定事業計画に基づき市町村（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十七条第一項

の指定市を除く。）が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第二十四号に

規定する道路特定事業（以下この項において単に「道路特定事業」という。）を実施する場合にお

ける同法第三十二条第五項の規定による権限の行使については、第十九条の規定による改正後の高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十五条の規定にかかわらず、当該

道路特定事業計画に定められた道路特定事業の実施予定期間内に限り、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年五月二八日政令第一八七号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

附 則 （平成二七年一月二三日政令第二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

（平成二十七年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成二八年三月三一日政令第一八二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成三〇年九月二八日政令第二八〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年九月三十日）から施行

する。 

附 則 （平成三〇年一〇月一九日政令第二九八号） 抄 

（施行期日） 

１ この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律（平

成三十年法律第三十二号）の施行の日（平成三十年十一月一日）から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十四条（見出しを含む。）の改正規定及び附則第三項の規定 平成三十一年四月一日 

二 第十五条の改正規定（同条第一項中「一以上」を「客室の総数に百分の一を乗じて得た数（そ

の数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上」に改める部分に限る。）及

び次項の規定 平成三十一年九月一日
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１－３ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に

規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令 

 

○平成十八年内閣府・総務省・国土交通省令第一号 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成十八年政令第三百七十九号）

第一条第二号の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条

第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令を次のように定

める。 

平成十八年十二月十五日 

内閣総理大臣安倍晋三 

総務大臣菅義偉 

国土交通大臣冬柴鐵三 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に 

規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令 

 

（旅客施設を利用する高齢者の人数の算定） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）第一

条第二号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した旅客施設

を利用する高齢者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数（当該旅客施設が

新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込みを

いう。以下同じ。）に当該旅客施設が所在する市町村の区域（高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定

により二以上の市町村が共同して基本構想を作成する場合にあっては、当該基本構想を作成するす

べての市町村の区域をいう。以下同じ。）における高齢者の割合を乗じて得た人数とし、同号イに

規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した令第一条第一号の要件

に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数は、五千に全国の区域における高齢者の割合を乗じて

得た人数とする。 

２ 前項の旅客施設が所在する市町村の区域における高齢者の割合は、当該市町村の区域における人

口（官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果によ

る人口によるものとし、当該公示の人口の調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が

あった場合における当該市町村の区域における人口は、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十

六号）第百七十七条の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。）の

うちに当該市町村の区域における高齢者の人数（当該市町村の区域における人口のうち六十五歳以

上の人口をいう。）が占める割合とし、同項の全国の区域における高齢者の割合は、全国の区域に

おける人口（官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の

結果による人口によるものとする。以下同じ。）のうちに全国の区域における高齢者の人数（全国

の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。）が占める割合とする。 

（旅客施設を利用する障害者の人数の算定） 

第二条 令第一条第二号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定

した旅客施設を利用する障害者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数に当

該旅客施設が所在する市町村の区域における障害者の割合を乗じて得た人数とし、同号ロに規定す

る国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した同条第一号の要件に該当する

旅客施設を利用する障害者の人数は、五千に全国の区域における障害者の割合を乗じて得た人数と

する。 

２ 前項の旅客施設が所在する市町村の区域における障害者の割合は、当該市町村の区域における人
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口のうちに当該市町村の区域における障害者の人数（当該市町村の区域における人口のうち身体障

害者福祉法施行令（昭和二十五年政令第七十八号）第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台

帳に記載されている身体障害者の人数、都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長から療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図るた

め、児童相談所又は知的障害者更生相談所（知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第

九条第五項に規定する知的障害者更生相談所をいう。）において知的障害と判定された者に対して

支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。）の交

付を受けている者の人数及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和二十五年政令

第百五十五号）第七条第一項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載されている精神障

害者の人数の合計数をいう。）が占める割合とし、前項の全国の区域における障害者の割合は、全

国の区域における人口のうちに全国の区域における障害者の人数（全国の区域における人口のうち

身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体

障害者の人数、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長から療育

手帳の交付を受けている者の人数及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第

一項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載されている精神障害者の人数の合計数を

いう。）が占める割合とする。 

附 則  

（施行期日） 

１ この命令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第一条

第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令の廃止） 

２ 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第一条

第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令（平成十二

年総理府・運輸省・建設省・自治省令第一号）は、廃止する。 
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１－４ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

（平成十八年十二月十五日） 

（国土交通省令第百十号） 

改正 平成二三年 八月三〇日国土交通省令第六七号 

同 二三年一一月三〇日同 第八五号 

同 三〇年一〇月一九日同 第八一号 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）及び高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成十八年政令第三百七十九号）の規定に基

づき、並びに同法を実施するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

を次のように定める。 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

 

（法第二条第七号の主務省令で定める自動車） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第七

号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り

込むことが可能なものとする。 

（特定公園施設） 

第二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）第三

条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関す

る文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）、古都における歴史的風土の保存に関する特

別措置法（昭和四十一年法律第一号）、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）その他の法令又

は条例の規定の適用があるもの 

二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの 

三 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全

する必要がある場所に設けるもの 

２ 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運

動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要

と認められるものとする。 

（建築物特定施設） 

第三条 令第六条第十号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室（以下「浴室等」とい

う。）とする。 

（旅客施設の大規模な改良） 

第四条 法第八条第一項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分

に応じ、それぞれ次に定める改良とする。 

一 法第二条第五号イ及びロに掲げる施設 すべての本線の高架式構造又は地下式構造への変更

に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良 

二 法第二条第五号ハからホまでに掲げる施設 旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構

造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積（建築物に該当する部分にあっては、床面積）

の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの 
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（旅客施設の建設又は大規模な改良の届出） 

第五条 法第九条第二項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする

者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した

届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の法第二条第五号イからホまでに掲げる施設の区分 

三 当該旅客施設の名称及び位置 

四 工事計画 

五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期 

２ 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合すること

となることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。 

（変更の届出） 

第六条 法第九条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工

事の開始の日の三十日前までに（工事を要しない場合にあっては、あらかじめ）、次に掲げる事項

を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の名称及び位置 

三 変更しようとする事項（新旧の書類又は図面を明示すること。） 

四 変更を必要とする理由 

２ 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更

されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。 

（特定路外駐車場の設置等の届出） 

第七条 法第十二条第一項本文の規定による届出は、第一号様式により作成した届出書に次に掲げる

図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しよう

とする事項に係る図面をもって足りる。 

一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 

二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 

イ 特定路外駐車場の区域 

ロ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設（移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及

び設備に関する基準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百十二号）第二条第一項に規定

する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。）、路外駐車場移動等円

滑化経路（同令第三条第一項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同

じ。）その他の主要な施設 

２ 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二号様式により作成した届出書及び路

外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮

尺二百分の一以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項

に係る図面をもって足りる。 

（平三〇国交令八一・一部改正） 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請） 

第八条 法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の

正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとす

る。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 
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配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位

置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態

のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び

幅（当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあ

っては、それらの位置及び幅を含む。）、敷地内の通路に設けら

れる手すり並びに令第十一条第二号に規定する点状ブロック等

（以下単に「点状ブロック等」という。）及び令第二十一条第二

項第一号に規定する線状ブロック等（以下単に「線状ブロック等」

という。）の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位

置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口

及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の

方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等

及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備

並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状（当該階段が踊場

を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。）、階段に

設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び

幅（当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び

幅を含む。）、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の

位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房

のある便所、令第十四条第一項第二号に規定する便房のある便所、

腰掛便座及び手すりの設けられた便房（車椅子使用者用便房を除

く。以下この条において同じ。）のある便所、床置式の小便器、

壁掛式の小便器（受け口の高さが三十五センチメートル以下のも

のに限る。）その他これらに類する小便器のある便所並びにこれ

ら以外の便所の位置、車椅子使用者用客室の位置、駐車場の位置、

車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車椅子使用者用浴室等（高

齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令（平成

十八年国土交通省令第百十四号）第十三条第一号に規定するもの

をいう。以下この条において同じ。）の位置並びに案内設備の位

置 

縦断面図 階段又は段 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 

傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 

構造詳細 

図 

エレベーター 

その他の昇降

機 

縮尺並びにかご（人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）、

昇降路及び乗降ロビーの構造（かご内に設けられるかごの停止す

る予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び

乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置

の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置

及び構造を含む。） 

 便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便

房、令第十四条第一項第二号に規定する便房並びに腰掛便座及び

手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の

小便器（受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限

る。）その他これらに類する小便器の構造 

 浴室等 縮尺及び車椅子使用者用浴室等の構造 

（平三〇国交令八一・一部改正） 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項） 
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第九条 法第十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期

とする。 

（認定通知書の様式） 

第十条 所管行政庁は、法第十七条第三項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知す

るものとする。 

２ 前項の通知は、第四号様式による通知書に第八条の申請書の副本（法第十七条第七項の規定によ

り適合通知を受けて同条第三項の認定をした場合にあっては、第八条の申請書の副本及び当該適合

通知に添えられた建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第一条の三第一項の申請

書の副本）及びその添付図書を添えて行うものとする。 

（法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更） 

第十一条 法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時

期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。 

（表示等） 

第十二条 法第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 広告 

二 契約に係る書類 

三 その他国土交通大臣が定めるもの 

２ 法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。 

（法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準） 

第十三条 法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりと

する。 

一 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはり

は、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。 

二 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、

柱及びはり（当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。）が不燃材料で造られたもの

であること。 

（平三〇国交令八一・一部改正） 

（法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準） 

第十四条 法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。 

一 エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制

御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆

いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。 

二 エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入り

のはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構

造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することがで

きる装置が設けられたものとすること。 

（平三〇国交令八一・一部改正） 

（令第二十五条第一号柱書の国土交通省令で定める経路） 

第十四条の二 令第二十五条第一号柱書の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化のために必要

な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百十

一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。）第四条第一項に規定する移動等円滑化さ

れた経路（令第二十五条第一号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。）

とする。 

（平三〇国交令八一・追加） 
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（令第二十五条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設） 

第十四条の三 令第二十五条第一号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用

施設は、次の各号に掲げる施設とする。 

一 生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年法律百八十号）による道路 

二 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第二十

五条第一号柱書の生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措

置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において

指定するもの 

２ 令第二十五条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号

柱書の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接す

る一般交通用施設（道路法による道路を除く。）のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとら

れると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。 

（平三〇国交令八一・追加） 

（令第二十五条第二号柱書に規定する市町村による指定） 

第十四条の四 令第二十五条第二号柱書の市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同

号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施

設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わ

なければならない。 

（平三〇国交令八一・追加） 

（行為の届出） 

第十四条の五 法第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届出書

に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。 

一 令第二十五条第一号に掲げる行為 行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類

及び図面 

二 令第二十五条第二号に掲げる行為 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 

（平三〇国交令八一・追加） 

第十四条の六 法第二十四条の六第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又

は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。 

（平三〇国交令八一・追加） 

（変更の届出） 

第十四条の七 法第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、

その変更により同条第一項の届出に係る行為が令第二十五条各号に掲げる行為に該当しなくなる

もの以外のもの（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変

更その他の軽微な変更を除く。）とする。 

（平三〇国交令八一・追加） 

第十四条の八 法第二十四条の六第二項の規定による届出は、第五号の三様式による変更届出書を提

出して行うものとする。 

２ 第十四条の五の規定は、前項の届出について準用する。 

（平三〇国交令八一・追加） 

（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供） 

第十四条の九 公共交通事業者等及び道路管理者は、法第二十四条の八第一項の規定による市町村の

求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーター

その他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置

箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市

町村に提供しなければならない。 
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２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供す

べき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。 

（平三〇国交令八一・追加） 

第十四条の十 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、法第二十四条の八第二項の規定

による市町村の求めがあったときは、特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関し、

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円

滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特

定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努

めなければならない。 

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特

別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するもの

とする。 

（平三〇国交令八一・追加） 

（公共交通特定事業計画の認定申請） 

第十五条 法第二十九条第一項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次

に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第二条第五号イからホまでに規定する区分並

びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路

線 

三 公共交通特定事業の内容 

四 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設

の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

五 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

六 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

一 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び

図面 

二 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受

ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し 

（公共交通特定事業計画の変更の認定申請） 

第十六条 法第二十九条第三項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 変更しようとする事項 

三 変更を必要とする理由 

２ 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴い

その内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。 

（道路特定事業の協議の申出） 

第十七条 法第三十二条第三項の協議の申出は、第六号様式による協議書を地方整備局長又は北海道

開発局長に提出して行うものとする。 

２ 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 工事計画書 
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二 工事費及び財源調書 

三 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 

（平二三国交令八五・一部改正） 

（同意を要しない軽易な道路特定事業） 

第十八条 法第三十二条第三項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の

新設又は改築のみに関する工事とする。 

２ 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報

告しなければならない。 

（平二三国交令八五・一部改正） 

（道路特定事業に関する工事の公示） 

第十九条 市町村は、法第三十二条第四項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとすると

き、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、

工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日（当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完

了したときにあっては、工事の完了の日）を公示するものとする。 

（移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告） 

第二十条 法第四十二条第一項（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による

公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の名称 

二 移動等円滑化経路協定区域 

三 移動等円滑化経路協定の縦覧場所 

（移動等円滑化経路協定の認可の基準） 

第二十一条 法第四十三条第一項第三号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の主

務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 

二 法第四十一条第二項第二号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第

二十五条第三項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められている

ときは、当該基本的な方針に適合していなければならない。 

三 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課する

ものであってはならない。 

（平二三国交令八五・一部改正） 

（移動等円滑化経路協定の認可等の公告） 

第二十二条 第二十条の規定は、法第四十三条第二項（法第四十四条第二項、第四十五条第四項、第

四十七条第二項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公告について準

用する。 

（平二三国交令六七・一部改正） 

（移動等円滑化実績等報告書） 

第二十三条 公共交通事業者等は、毎年五月三十一日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者

等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地方支分部局の長に、同表の下欄に掲げる様式による移動等

円滑化実績等報告書を提出しなければならない。 

一 法第二条第四号イに掲げる者 当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

第七号様式及び第八号

様式 

二 法第二条第四号ロに掲げる者 当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

第九号様式及び第十号

様式 
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する地方運輸局長 

三 法第二条第四号ハに掲げる一般乗合旅客

自動車運送事業者（次号に掲げる者を除

く。） 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

第十一号様式 

四 法第二条第四号ハに掲げる一般乗合旅客

自動車運送事業者のうち専用バスターミナ

ル（自動車ターミナル法（昭和三十四年法

律第百三十六号）第二条第七項に規定する

専用バスターミナルをいう。以下同じ。）

を設置し、又は管理するもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

第十一号様式及び第十

二号様式 

五 法第二条第四号ハに掲げる一般乗用旅客

自動車運送事業者のうち福祉タクシー車両

（公共交通移動等円滑化基準省令第一条第

一項第十三号に規定する福祉タクシー車両

をいう。以下同じ。）をその事業の用に供

しているもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

第十三号様式 

六 法第二条第四号ニに掲げる者 当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

第十二号様式 

七 法第二条第四号ホに掲げる者（次号に掲

げる者を除く。） 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長（運輸

監理部長を含む。） 

第十四号様式 

八 法第二条第四号ホに掲げる者のうち同条

第五号ニに掲げる施設を設置し、又は管理

するもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長（運輸

監理部長を含む。） 

第十四号様式及び第十

五号様式 

九 法第二条第四号ヘに掲げる者 当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方航空局長 

第十六号様式 

十 法第二条第四号トに掲げる者のうち同条

第五号イに掲げる施設を設置し、又は管理

するもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長 

第七号様式 

十一 法第二条第四号トに掲げる者のうち同

条第五号ニに掲げる施設を設置し、又は管

理するもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方整備局長又は

北海道開発局長 

第十五号様式 

十二 法第二条第四号トに掲げる者のうち同

条第五号ホに掲げる施設を設置し、又は管

理するもの 

当該公共交通事業者等

の主たる事務所を管轄

する地方航空局長 

第十七号様式 

（平三〇国交令八一・一部改正） 

（臨時の報告） 

第二十四条 公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、

地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長から、

移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 

２ 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は地

方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を
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明示するものとする。 

（立入検査の証明書） 

第二十五条 法第五十三条第五項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、第十八号様式による

ものとする。 

（権限の委任） 

第二十六条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ

同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 

権限 地方支分部局の長 

一 法第九条第二項の規定に

よる届出の受理 

イ 法第二条第五号ハに掲げ

る施設のうち専用バスター

ミナルに係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長 

ロ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

に限る。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。） 

ハ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

を除く。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方整備局長又は北海道開発

局長 

ニ 法第二条第五号ホに掲げ

る施設に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方航空局長 

二 法第九条第三項の規定に

よる命令 

イ 法第二条第五号ハに掲げ

る施設のうち専用バスター

ミナルに係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長 

ロ 福祉タクシー車両に係る

もの 

当該福祉タクシー車両の使用

の本拠を管轄する地方運輸局

長 

ハ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

に限る。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。） 

ニ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

を除く。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方整備局長又は北海道開発

局長 

ホ 船舶（公共交通移動等円滑

化基準省令第一条第一項第

十四号に規定する船舶をい

う。）に係るもの 

当該船舶の航路の拠点を管轄

する地方運輸局長（運輸監理部

長を含む。） 

ヘ 法第二条第五号ホに掲げ

る施設に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方航空局長 

三 法第二十四条の六第五項 イ 法第二条第五号イに掲げ 当該施設の所在地を管轄する



資料-56 
 

の勧告 る施設のうち鉄道事業法（昭

和六十一年法律第九十二号）

第八条第一項の認可に係る

もの以外のもの又は法第二

条第五号ハに掲げる施設の

うち専用バスターミナルに

係るもの 

地方運輸局長 

ロ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

に限る。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。） 

ハ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

を除く。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方整備局長又は北海道開発

局長 

ニ 法第二条第五号ホに掲げ

る施設に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方航空局長 

四 法第二十九条第一項の申

請の受理、同条第二項の認

定、同条第三項の変更の認定

及び同条第五項の認定の取

消し 

イ 法第二条第五号イに掲げ

る施設のうち鉄道事業法第

八条第一項の認可に係るも

の以外のもの又は法第二条

第五号ハに掲げる施設のう

ち専用バスターミナルに係

るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長 

ロ バス車両（公共交通移動等

円滑化基準省令第一条第一

項第十二号に規定するバス

車両をいう。以下同じ。）に

係るもの 

当該バス車両の使用の本拠を

管轄する地方運輸局長 

ハ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

に限る。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。） 

ニ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

を除く。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方整備局長又は北海道開発

局長 

ホ 法第二条第五号ホに掲げ

る施設に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方航空局長 

五 法第三十二条第三項の協議及び同意 市町村の区域を管轄する地方

整備局長又は北海道開発局長 

六 法第三十八条第二項の通

知の受理及び同条第三項の

勧告 

イ 法第二条第五号イに掲げ

る施設のうち鉄道事業法第

八条第一項の認可に係るも

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長 
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の以外のもの又は法第二条

第五号ハに掲げる施設のう

ち専用バスターミナルに係

るもの 

ロ バス車両に係るもの 当該バス車両の使用の本拠を

管轄する地方運輸局長 

ハ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

に限る。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。） 

ニ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

を除く。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方整備局長又は北海道開発

局長 

ホ 法第二条第五号ホに掲げ

る施設に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方航空局長 

七 法第三十八条第四項の命

令 

イ 法第二条第五号ハに掲げ

る施設のうち専用バスター

ミナルに係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長 

ロ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

に限る。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。） 

ハ 法第二条第五号ニに掲げ

る施設（当該施設を設置し、

又は管理する者が一般旅客

定期航路事業者であるもの

を除く。）に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方整備局長又は北海道開発

局長 

ニ 法第二条第五号ホに掲げ

る施設に係るもの 

当該施設の所在地を管轄する

地方航空局長 

２ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の二第八項の助言（法第二十五条第十項

において準用する場合を含む。）に係るもの並びに法第五十三条第一項の規定による報告、立入検

査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）、

地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。 

３ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の六第五項の勧告に係るもの（道路管理

者に係るものに限る。）は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。 

４ 法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道

開発局長に委任する。 

（平二三国交令八五・平三〇国交令八一・一部改正） 

（書類の経由） 

第二十七条 第十五条第一項及び第十六条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書の

うち、法第二条第五号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの、法第二条

第五号ロに掲げる施設及び法第二条第五号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るもの

は、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 
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２ この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両

に係るものは、当該バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸

支局長を経由して提出しなければならない。 

３ この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、バス車両又

は福祉タクシー車両に係るものは、法第二条第四号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監

理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高

齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃

止） 

第二条 次に掲げる省令は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則（平

成六年建設省令第二十六号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成十二年／運輸省／建設省／令第九号） 

附 則 （平成二三年八月三〇日国土交通省令第六七号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二三年一一月三〇日国土交通省令第八五号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一月三十日）から施行する。 

附 則 （平成三〇年一〇月一九日国土交通省令第八一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の

日（平成三十年十一月一日）から施行する。 
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１－５ 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準 
 

○移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令 

（平成十八年十二月十五日） 

（国土交通省令第百十一号） 

改正 平成三〇年 三月三〇日国土交通省令第一三号 

同 三〇年 九月二〇日同 第七一号 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第八条第一

項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を

定める省令を次のように定める。 

 

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令 

 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 旅客施設 

第一節 総則（第三条） 

第二節 共通事項 

第一款 移動等円滑化された経路（第四条） 

第二款 通路等（第五条―第九条） 

第三款 案内設備（第十条―第十二条） 

第四款 便所（第十三条―第十五条） 

第五款 その他の旅客用設備（第十六条―第十八条） 

第三節 鉄道駅（第十八条の二―第二十一条） 

第四節 軌道停留場（第二十二条） 

第五節 バスターミナル（第二十三条） 

第六節 旅客船ターミナル（第二十四条―第二十六条） 

第七節 航空旅客ターミナル施設（第二十七条―第二十九条） 

第三章 車両等 

第一節 鉄道車両（第三十条―第三十三条） 

第二節 軌道車両（第三十四条・第三十五条） 

第三節 バス車両（第三十六条―第四十三条） 

第四節 福祉タクシー車両（第四十四条・第四十五条） 

第五節 船舶（第四十六条―第六十一条） 

第六節 航空機（第六十二条―第六十七条） 

附則 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 視覚障害者誘導用ブロック 線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷

設したものをいう。 

二 線状ブロック 床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周

囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの（日本工業

規格 T九二五一に適合するものに限る。）をいう。 

三 点状ブロック 床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周

囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの（日本工業

規格 T九二五一に適合するものに限る。）をいう。 
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四 内方線付き点状ブロック 点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み

合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと

により容易に識別できるもの（日本工業規格 T九二五一に適合するものに限る。）をいう。 

五 車椅子スペース 車椅子を使用している者（以下「車椅子使用者」という。）の用に供するた

め車両等に設けられる場所をいう。 

六 鉄道駅 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道施設であって、旅客の乗降、

待合いその他の用に供するものをいう。 

七 軌道停留場 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道施設であって、旅客の乗降、待合

いその他の用に供するものをいう。 

八 バスターミナル 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）によるバスターミナ

ルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。 

九 旅客船ターミナル 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による輸送施設（船舶を除

き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。）であって、旅客の乗降、待合

いその他の用に供するものをいう。 

十 航空旅客ターミナル施設 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用

に供するものをいう。 

十一 鉄道車両 鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車

両をいう。 

十二 軌道車両 軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両を

いう。 

十三 バス車両 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事

業者（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の

運送を行うためその事業の用に供する自動車（同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行

の用に供するものに限る。）をいう。 

十四 福祉タクシー車両 道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行う

ためその事業の用に供する自動車（高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用

したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成十八年国土交通省令第百十号）第一条に規定するものに限る。）をいう。 

十五 船舶 海上運送法による一般旅客定期航路事業（日本の国籍を有する者及び日本の法令によ

り設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。）を営

む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。 

十六 航空機 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者が旅客の運

送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（一時使用目的の旅客施設又は車両等） 

第二条 災害等のため一時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備については、この省令の規定

によらないことができる。 

 

第二章 旅客施設 

第一節 総則 

（適用範囲） 

第三条 旅客施設の構造及び設備については、この章の定めるところによる。 

第二節 共通事項 

第一款 移動等円滑化された経路 

（移動等円滑化された経路） 

第四条 公共用通路（旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施

設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。）と車両等の乗降口との間の経路であ

って、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの（以下「移動等円滑化された経路」という。）

を、乗降場ごとに一以上設けなければならない。 
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２ 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けな

ければならない。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難であ

る場合は、エスカレーター（構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合

は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの）をもっ

てこれに代えることができる。 

３ 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路（第六項の基

準に適合するものに限る。）又はエレベーター（第七項の基準に適合するものに限る。）を利用す

ることにより高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口

との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理

由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。 

４ 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 幅は、九十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、

八十センチメートル以上とすることができる。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、九十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合

は、八十センチメートル以上とすることができる。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものである

こと。 

三 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

四 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

５ 移動等円滑化された経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、百四十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合

は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以 

内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上

とすることができる。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、九十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合

は、八十センチメートル以上とすることができる。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものである

こと。 

三 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

四 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

五 照明設備が設けられていること。 

６ 移動等円滑化された経路を構成する傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

一 幅は、百二十センチメートル以上であること。ただし、段に併設する場合は、九十センチメー

トル以上とすることができる。 

二 勾こう配は、十二分の一以下であること。ただし、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の

場合は、八分の一以下とすることができる。 

三 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏幅百五十センチメートル以上の踊り場が設けられていること。 

７ 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上

であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗

降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに

限る。）については、この限りでない。 

三 かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けら

れていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。 
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四 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は

かご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内

にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。 

五 かご内に手すり（握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。）が設けられていること。 

六 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。 

七 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。 

八 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる

設備が設けられていること。 

九 かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられている

こと。 

十 かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付

けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。 

十一 乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以上であり、奥行きは百五十センチメートル以上で

あること。 

十二 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。

ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせ

る設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が二のみである場合は、この限

りでない。 

８ 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの台数、かごの内法幅及び内法奥行きは、旅客

施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。 

９ 移動等円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。ただし、第七号及び第八号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設け

られる場合は、そのうち一のみが適合していれば足りるものとする。 

一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移

動することがない場合については、この限りでない。 

二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

三 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面上にあること。 

四 踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み

段相互の境界を容易に識別できるものであること。 

五 くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との

境界を容易に識別できるものであること。 

六 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進

入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、

この限りでない。 

七 幅は、八十センチメートル以上であること。 

八 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であ

り、かつ、車止めが設けられていること。 

１０ 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共

用通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化された経路が異なる場合は、これらの経路

の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。 

１１ 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（次項において「乗継ぎ経路」という。）のうち、

第二項から第九項までの基準に適合するものを、乗降場ごとに一以上設けなければならない。 

１２ 主たる乗継ぎ経路と前項の基準に適合する乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの

差は、できる限り小さくしなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第二款 通路等 

（通路） 

第五条 通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

二 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を
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容易に識別できるものであること。 

ロ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものである

こと。 

（傾斜路） 

第六条 傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。以下この条において同じ。）は、

次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この

限りでない。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

三 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより

その存在を容易に識別できるものであること。 

四 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、

この限りでない。 

（エスカレーター） 

第七条 エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備

を設けなければならない。 

（階段） 

第八条 階段（踊り場を含む。以下同じ。）は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この

限りでない。 

二 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

三 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

四 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

五 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものであること。 

六 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであるこ

と。 

七 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、こ

の限りでない。 

八 照明設備が設けられていること。 

（視覚障害者誘導用ブロック等） 

第九条 通路その他これに類するもの（以下「通路等」という。）であって公共用通路と車両等の乗

降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方

法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。ただし、視覚障害者の誘導を行う者

が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるとき

は、当該二以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。 

２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第四条第七項第十号の基準

に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第十二条第二項の規定により設けられる設備（音によるも

のを除く。）、便所の出入口及び第十六条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成す

る通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。ただし、前項ただ

し書に規定する場合は、この限りでない。 

３ 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設し

なければならない。 

第三款 案内設備 

（運行情報提供設備） 

第十条 車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声に

より提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

（標識） 

第十一条 エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは

休憩設備（次条において「移動等円滑化のための主要な設備」という。）又は次条第一項に規定す
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る案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならな

い。 

２ 前項の標識は、日本工業規格 Z八二一〇に適合するものでなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（移動等円滑化のための主要な設備の配置等の案内） 

第十二条 公共用通路に直接通ずる出入口（鉄道駅及び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札

口。次項において同じ。）の付近には、移動等円滑化のための主要な設備（第四条第三項前段の規

定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。

以下この条において同じ。）の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただ

し、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

２ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の

配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 

第四款 便所 

（便所） 

第十三条 便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の

構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

三 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが三十五

センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器が設けられていること。 

四 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 

２ 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれか

に適合するものでなければならない。 

一 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房（次条において「車椅子使用

者用便房」という。）及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設

けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それ

ぞれ一以上）設けられていること。 

二 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の便所であること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第十四条 前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

一 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は、第四条第五項各号

に掲げる基準に適合するものであること。 

二 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 

三 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける

場合は、この限りでない。 

四 出入口には、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の

水洗器具を設けた便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 

五 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上であること。 

ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 

六 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

２ 前条第二項第一号の車椅子使用者用便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

二 出入口には、当該便房が車椅子使用者用便房であることを表示する標識が設けられていること。 

三 腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備が設けられていること。 

３ 第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。 

４ 前条第二項第一号の高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便

房には、出入口に当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設

けたものであることを表示する標識を設けなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 
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第十五条 第十三条第二項第二号の便所には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造

の水洗器具を設けなければならない。 

２ 前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに同条第二項第二号及び第三号の規定

は、第十三条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当

該便房が車椅子使用者用便房」とあるのは「当該便所が高齢者、障害者等が円滑に利用することが

できる構造のもの」と読み替えるものとする。 

（平三〇国交令一三・全改） 

第五款 その他の旅客用設備 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第十六条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

一 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第四条

第五項各号に掲げる基準に適合するものであること。 

二 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上であること。 

ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上であること。 

（２） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 

ハ ニに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

ニ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

三 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のも

のであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場

合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かないものを除く。）は、聴覚障害者が文字により

意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有してい

る旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（券売機） 

第十七条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造のものでなければならない。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓

口が設置されている場合は、この限りでない。 

（休憩設備） 

第十八条 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を一以上設けなければならない。ただし、旅客

の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 

第三節 鉄道駅 

（移動等円滑化された経路） 

第十八条の二 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道駅には、第四

条第一項の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化された経路をそれぞれ一以

上設けなければならない。ただし、鉄道駅の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅

の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと地方運輸局長が認める場

合は、この限りでない。 

（平三〇国交令一三・追加） 

（改札口） 

第十九条 鉄道駅において移動等円滑化された経路に改札口を設ける場合は、そのうち一以上は、幅

が八十センチメートル以上でなければならない。 

２ 鉄道駅において自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機へ

の進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示しなければならない。 

（プラットホーム） 

第二十条 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に
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支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。この場合において、

構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けるこ

と。 

二 プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らであること。 

三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用

者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強

度を有する設備が一以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

四 排水のための横断勾配は、一パーセントが標準であること。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合は、この限りでない。 

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

六 発着するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の

位置に停止させることができるプラットホーム（鋼索鉄道に係るものを除く。）にあっては、ホ

ームドア又は可動式ホーム柵（旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、

内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備）が設けられているこ

と。 

七 前号に掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、

内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられているこ

と。 

八 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するための柵が設けられているこ

と。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、

この限りでない。 

九 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けら

れていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

十 照明設備が設けられていること。 

２ 前項第四号及び第九号の規定は、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられたプラットホームに

ついては適用しない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（車椅子使用者用乗降口の案内） 

第二十一条 鉄道駅の適切な場所において、第三十二条第一項の規定により列車に設けられる車椅子

スペースに通ずる第三十一条第三号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上

の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、

この限りでない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第四節 軌道停留場 

（準用） 

第二十二条 前節の規定は、軌道停留場について準用する。 

第五節 バスターミナル 

（乗降場） 

第二十三条 バスターミナルの乗降場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所（以

下この号において「バス車両用場所」という。）に接する部分には、柵、点状ブロックその他の

視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。 

三 当該乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものである

こと。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第六節 旅客船ターミナル 

（乗降用設備） 

第二十四条 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備（以下この節に
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おいて「乗降用設備」という。）を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合す

るものでなければならない。 

一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の

理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。 

二 幅は、九十センチメートル以上であること。 

三 手すりが設けられていること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外） 

第二十五条 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒する

おそれがある場所については、第九条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しな

いことができる。 

（転落防止設備） 

第二十六条 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロックその他の視覚障

害者の水面への転落を防止するための設備を設けなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第七節 航空旅客ターミナル施設 

（保安検査場の通路） 

第二十七条 航空旅客ターミナル施設の保安検査場（航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防

止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。）において門型の金

属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車椅子使用者その他の門型の金属探

知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。 

２ 前項の通路の幅は、九十センチメートル以上でなければならない。 

３ 保安検査場の通路に設けられる戸については、第四条第五項第二号ロの規定は適用しない。 

４ 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。

この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示するものとする。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（旅客搭乗橋） 

第二十八条 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋（航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との

間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空

機に乗降させるためのものをいう。以下この条において同じ。）は、次に掲げる基準に適合するも

のでなければならない。ただし、第三号及び第四号については、構造上の理由によりやむを得ない

場合は、この限りでない。 

一 幅は、九十センチメートル以上であること。 

二 旅客搭乗橋の縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗

降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設

備が一以上備えられていること。 

三 勾配は、十二分の一以下であること。 

四 手すりが設けられていること。 

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

２ 旅客搭乗橋については、第九条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないこ

とができる。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（改札口） 

第二十九条 各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち一以上は、幅が八十センチメートル以上でなけ

ればならない。 

 

第三章 車両等 

第一節 鉄道車両 

（適用範囲） 

第三十条 鉄道車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 
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（旅客用乗降口） 

第三十一条 旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼ

すおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。 

二 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、できる限り平らであること 

三 旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、幅が八十センチメートル以上であること。ただし、

構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

四 旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

五 旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により知らせる設備が設けられていること。 

六 車内の段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、

車内の段を容易に識別できるものであること。 

（客室） 

第三十二条 客室には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上（三両以下

の車両で組成する列車にあっては、一以上）、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければな

らない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

一 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。 

二 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

四 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 

五 車椅子スペースである旨が表示されていること。 

２ 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。 

３ 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造

のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

４ 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車椅子スペースと

の間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路

のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

５ 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により

表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 

６ 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位

置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定し

ていない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（車体） 

第三十三条 鉄道車両の連結部（常時連結している部分に限る。）には、プラットホーム上の旅客の

転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等により旅客

が転落するおそれのない場合は、この限りでない。 

２ 車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし、

行き先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。 

第二節 軌道車両 

（準用） 

第三十四条 前節の規定は、軌道車両（次条に規定する低床式軌道車両を除く。）について準用する。 

（低床式軌道車両） 

第三十五条 前節（第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第三項ただし書及

び第四項ただし書を除く。）の規定は、低床式軌道車両（旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さ

が四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床

面に段がないものをいう。）について準用する。 

第三節 バス車両 

（適用範囲） 

第三十六条 バス車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 

（乗降口） 
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第三十七条 乗降口の踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きい

ことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。 

２ 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備（国土交通大臣の定める基準に適合

しているものに限る。）が備えられていること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（床面） 

第三十八条 国土交通大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、六十五センチメ

ートル以下でなければならない。 

２ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。 

（車椅子スペース） 

第三十九条 バス車両には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならな

い。 

一 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 

二 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 

三 車椅子を固定することができる設備が備えられていること。 

四 車椅子スペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであるこ

と。 

五 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するため

のブザーその他の装置を備えることとされているバス車両である場合は、車椅子使用者が利用で

きる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。 

六 車椅子スペースである旨が表示されていること。 

七 前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について国土交通大臣の定める基準に適合するもので

あること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（通路） 

第四十条 第三十七条第二項の基準に適合する乗降口と車椅子スペースとの間の通路の幅（容易に折

り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅）は、八十セン

チメートル以上でなければならない。 

２ 通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（運行情報提供設備等） 

第四十一条 バス車両内には、次に停車する停留所の名称その他の当該バス車両の運行に関する情報

を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 

２ バス車両には、車外用放送設備を設けなければならない。 

３ バス車両の前面、左側面及び後面に、バス車両の行き先を見やすいように表示しなければならな

い。 

（意思疎通を図るための設備） 

第四十二条 バス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければな

らない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該バス車両内に表示するものとする。 

（基準の適用除外） 

第四十三条 地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い

特別の事由があると認定したバス車両については、第三十七条から前条まで（第三十七条第一項、

第三十八条第二項及び前条を除く。）に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該バス車両ご

とに指定したものは、適用しない。 

２ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。 

３ 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出し

なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 車名及び型式 
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三 車台番号 

四 使用の本拠の位置 

五 認定により適用を除外する規定 

六 認定を必要とする理由 

４ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができ

る。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第二項の規定による条件に違反したとき。 

第四節 福祉タクシー車両 

（適用範囲） 

第四十四条 福祉タクシー車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 

（福祉タクシー車両） 

第四十五条 車椅子等対応車（福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子そ

の他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。）は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

一 スロープ板若しくはリフト、寝台若しくは担架（以下この項において「寝台等」という。）又

はその他の車椅子使用者若しくは寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられ

ていること。 

二 車椅子又は寝台等の用具を備えておくスペースが一以上設けられていること。 

三 車椅子又は寝台等の用具を固定することができる設備が備えられていること。 

四 事業者名、車両番号、運賃及び料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための

設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この

限りでない。 

五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。 

２ 回転シート車（福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則第一条に規定する設備を備えたものをいう。）は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

一 折り畳んだ車椅子を備えておくスペースが一以上設けられていること。 

二 事業者名、車両番号、運賃及び料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための

設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この

限りでない。 

三 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第五節 船舶 

（適用範囲） 

第四十六条 船舶の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 

（乗降用設備） 

第四十七条 船舶に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に

掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。 

二 幅は、八十センチメートル以上であること。 

三 手すりが設けられていること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（出入口） 

第四十八条 旅客が乗降するための出入口（舷門又は甲板室の出入口をいう。）のうち一以上は、次

に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。 

２ 車両区域の出入口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 
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二 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。 

三 高齢者、障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの（以

下この号において「乗降場所」という。）が設けられていること。 

イ 幅は、三百五十センチメートル以上であること。 

ロ 車両区域の出入口に隣接して設けられていること。ただし、乗降場所と車両区域の出入口と

の間に幅が八十センチメートル以上である通路を一以上設ける場合は、この限りでない。 

ハ 乗降場所であることを示す表示が設けられていること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（客席） 

第四十九条 航行予定時間が八時間未満の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に

掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 椅子席、座席又は寝台であること。 

二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 

三 手すりが設けられていること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

２ 航行予定時間が八時間以上の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

一 椅子席、座席又は寝台であること。 

二 椅子席が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号まで

に掲げる基準に適合するものであること。 

三 座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四

号までに掲げる基準に適合するものであること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（車椅子スペース） 

第五十条 旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを車椅子

使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が八時間以上であ

り、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。 

一 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。 

二 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

四 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 

五 車椅子を固定することができる設備が設けられていること。 

六 車椅子スペースである旨が表示されていること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（通路） 

第五十一条 第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域

の出入口と第四十九条第一項又は第二項の基準に適合する客席（以下「基準適合客席」という。）

及び前条の規定により設けられた車椅子スペース（以下「船内車椅子スペース」という。）との間

の通路のうちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 手すりが設けられていること。 

三 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

五 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。 

六 通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回に支障のないものであること。 

２ 前項の規定は、基準適合客席及び船内車椅子スペースと船内旅客用設備（便所（第五十四条第三

項の規定により準用される第十三条第二項の基準に適合する便所に限る。）、第五十五条の基準に

適合する食堂、第五十六条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板（通

常の航行時において旅客が使用する暴露甲板（通路と兼用のものは除く。）であって、基準適合客

席と同一の甲板上にあるものをいう。第五十七条において同じ。）をいう。以下同じ。）との間の

通路のうちそれぞれ一以上について準用する。この場合において、前項第一号中「八十センチメー
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トル」とあるのは「百二十センチメートル」と、同項第六号中「支障のないものであること」とあ

るのは「支障のないものであり、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回し及び車椅子使用者

同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。 

３ 前二項の通路に戸（暴露されたものを除く。）を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適

合するものであること。 

一 幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであるこ

と。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（階段） 

第五十二条 第八条（同条第一号ただし書、第三号ただし書及び第八号を除く。）の規定は、前条第

一項及び第二項の通路に設置される階段について準用する。この場合において、第八条第一号中「手

すりが両側に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるものとする。 

（昇降機） 

第五十三条 第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域

の出入口と基準適合客席又は船内車椅子スペースが別甲板にある場合には、第五十一条第一項の基

準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の

円滑な利用に適した構造のものを一以上設けなければならない。 

２ 前項の規定により設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。 

一 かごの広さは、車椅子使用者が乗り込むのに十分なものであること。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

３ 第四条第七項第一号、第五号、第七号及び第十一号の規定は、第一項の規定により設けられるエ

レベーターについて準用する。この場合において、同号中「幅は百五十センチメートル以上」とあ

るのは「幅は百四十センチメートル以上」と、「奥行きは百五十センチメートル以上」とあるのは

「奥行きは百三十五センチメートル以上」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の規定により設けられるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 エスカレーターが一のみ設けられる場合にあっては、昇降切換装置が設けられていること。 

二 勤務する者を呼び出すための装置が設けられていること。 

５ 第四条第九項（同項第一号及び第六号を除く。）の規定は、第一項の規定により設けられるエス

カレーターについて準用する。 

６ 基準適合客席又は船内車椅子スペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第

二項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。 

７ 第四条第七項（同項第四号を除く。）及び第二項第二号の規定は、前項の規定により設けられる

エレベーターについて準用する。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（便所） 

第五十四条 便所を設ける場合は、腰掛便座及び手すりが設けられた便房を一以上設けなければなら

ない。 

２ 第十三条第一項の規定は、船舶に便所を設ける場合について準用する。 

３ 第十三条第二項、第十四条（同条第一項第一号、第三号ただし書並びに第四項を除く。）及び第

十五条第二項の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について

準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「及び高齢者、障害者等が円滑に利用する

ことができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上」とあるのは

「が一以上」と、第十四条第一項第四号中「車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利

用することができる構造の水洗器具を設けた便房」とあるのは「車椅子使用者用便房」と、同条第

二項第三号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手

を洗うための水洗器具」と、第十五条第二項中「前条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「前

条第一項第二号、第三号（ただし書を除く。）」と、「高齢者、障害者等が円滑に利用することが

できる構造のもの」とあるのは「車椅子使用者が円滑に利用することができる構造のもの」と、同
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項第三号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手

を洗うための水洗器具」と読み替えるものとする。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（食堂） 

第五十五条 専ら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

一 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 出入口には段がないこと。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

四 椅子の収容数百人ごとに一以上の割合で、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有するテ

ーブルを配置すること。 

五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。この場合において

は、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示すること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（売店） 

第五十六条 一以上の売店（専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。）には、聴覚障害

者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設

備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（遊歩甲板） 

第五十七条 総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

一 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えら

れていること。 

三 戸（遊歩甲板の出入口の戸を除く。）を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上であること。 

ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものである

こと。 

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

五 手すりが設けられていること。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（点状ブロック） 

第五十八条 階段及びエスカレーターの上端及び下端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路

には、点状ブロックを敷設しなければならない。 

（運航情報提供設備） 

第五十九条 目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する情報を文字等により表示するための設

備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 

（基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内） 

第六十条 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示し

た案内板その他の設備を設けなければならない。 

２ 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を音、点字その

他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（基準の適用除外） 

第六十一条 総トン数五トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。 

２ 地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。）が、その構造又は航行の態様

によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第四十七条から前

条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。 

３ 第四十三条第二項から第四項まで（同条第三項第二号を除く。）の規定は、前項の認定について



資料-74 
 

準用する。この場合において、同条第三項第三号中「車台番号」とあるのは「船名及び船舶番号又

は船舶検査済票の番号」と、同項第四号中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替

えるものとする。 

４ 前項の規定により準用される第四十三条第三項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由

して提出することができる。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

第六節 航空機 

（適用範囲） 

第六十二条 航空機の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 

（乗降用設備） 

第六十二条の二 旅客搭乗橋が設けられていないことその他の理由により旅客搭乗橋を使用できな

い場合に備えて航空機に乗降するためのタラップその他の設備（以下この条において「乗降用設備」

という。）を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければなら

ない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降のために十分な強度を有する器具が一以上備えられ

ている場合又は航空機の形状上の理由により当該乗降用設備及び当該器具のいずれも使用できな

い場合は、この限りでない。 

一 リフトを設けることにより高齢者、障害者等が円滑に航空機に乗降することが可能な乗降用設

備 

二 傾斜路を設けることにより高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したま

ま航空機に乗降することが可能なタラップ 

２ 前項第一号に規定する乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 リフトの出入口の幅及び広さは、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者

が乗り込むのに十分なものであること。 

二 リフト内に手すりが設けられていること。 

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

３ 第一項第二号に規定するタラップは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。 

二 幅は、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することがで

きるものであること。 

三 当該タラップの縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な

乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する

設備が一以上備えられていること。 

四 手すりが設けられていること。 

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

（平三〇国交令七一・追加） 

（通路） 

第六十三条 客席数が六十以上の航空機の通路は、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を

使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（可動式のひじ掛け） 

第六十四条 客席数が三十以上の航空機には、通路に面する客席（構造上の理由によりひじ掛けを可

動式とできないものを除く。）の半数以上について、通路側に可動式のひじ掛けを設けなければな

らない。 

（車椅子の備付け） 

第六十五条 客席数が六十以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなけれ

ばならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

（運航情報提供設備） 

第六十六条 客席数が三十以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示す

るための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 

（便所） 
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第六十七条 通路が二以上の航空機には、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所を

一以上設けなければならない。 

（平三〇国交令一三・一部改正） 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

（移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準の廃止） 

第二条 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準（平成十二年／

運輸省／建設省／令第十号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 この省令の施行前に法附則第二条第二号による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機

関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十八号）第五条第二項の規定

による届出をした旅客施設の建設又は改良については、第四条第五項第五号、第六条第三号、第七

条、第八条第八号、第十一条、第十九条第二項並びに第二十条第一項第六号及び第十号の規定は適

用せず、なお従前の例による。 

２ この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に公共交通事業者等が新たにその

事業の用に供する鉄道車両又は軌道車両については、第三十二条第六項（第三十四条及び第三十五

条において準用する場合を含む。）の規定は適用せず、なお従前の例による。 

３ 平成十四年五月十五日前に製造された鉄道車両であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後

に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長が認定したものについては、この省令の

規定のうちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに指定したものは、適用しない。 

４ 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。 

５ 第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出し

なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 車種及び記号番号 

三 車両番号 

四 使用区間 

五 製造年月日 

六 認定により適用を除外する規定 

七 認定を必要とする理由 

６ 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第三項の認定を取り消すことができ

る。 

一 認定の取消しを求める申請があったとき。 

二 第四項の規定による条件に違反したとき。 

７ 第三項から前項までの規定は、平成十四年五月十五日前に製造された軌道車両であって、公共交

通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合に

おいて、第三項、第五項及び前項中「地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替える

ものとする。 

８ 第三項から第六項までの規定は、平成十二年十一月十五日前に道路運送車両法（昭和二十六年法

律第百八十五号）第五十八条第一項に規定する自動車検査証の交付を受けたバス車両であって、公

共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場

合において、第五項第二号中「車種及び記号番号」とあるのは「車名及び型式」と、同項第三号中

「車両番号」とあるのは「車台番号」と、同項第四号中「使用区間」とあるのは「使用の本拠の位

置」と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受けた年月日」と読み替

えるものとする。 

９ 第三項から第六項まで（第五項第二号を除く。）の規定は、平成十四年五月十五日前に船舶安全

法（昭和八年法律第十一号）第九条第一項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、

公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この

場合において、第三項及び第五項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局
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長（運輸監理部長を含む。）」と、同項第三号中「車両番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は

船舶検査済票の番号」と、同項第四号中「使用区間」とあるのは「就航航路」と、同項第五号中「製

造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と、第六項中「地方運輸局長」とあ

るのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と読み替えるものとする。 

１０ 前項の規定により準用される第五項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出

することができる。 

１１ 第三項から第六項まで（第五項第四号を除く。）の規定は、平成十四年五月十五日前に航空法

第十条第一項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受け

た航空機その他これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機であって、公共交通事業者等

がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第

三項及び第五項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同項第二

号中「車種及び記号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第三号中「車両番号」とあるのは

「国籍記号及び登録記号」と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日

（これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機にあっては、その準ずる事由及び当該準ず

る事由が生じた年月日）」と、第六項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替え

るものとする。 

附 則 （平成三〇年三月三〇日国土交通省令第一三号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第三章第一節及び第二節の改正規定は、

平成三十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第九条第一項の申請

又は同条第二項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出をした旅客施設の建設

又は改良については、この省令による改正後の移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の

構造及び設備に関する基準を定める省令第四条第八項及び第十項から第十二項まで、第十三条から

第十五条まで、第十八条の二並びに第二十条第一項第六号及び第七号の規定は適用せず、なお従前

の例による。 

附 則 （平成三〇年九月二〇日国土交通省令第七一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 
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１－６ 移動等円滑化の促進に関する基本方針 
 

国家公安委員会 

○総 務 省   告示第一号 

 国 土 交 通 省 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成三十年法律第

三十二号）の施行に伴い、及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年

法律第九十一号）第三条第一項の規定に基づき、移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成二十三

年 国家公安委員会、総務省、国土交通省 告示第一号）の一部を改正する告示を次のように定める。 

 平成三十年十月十九日 

国家公安委員会委員長 山本 順三 

総務大臣 石田 真敏 

国土交通大臣 石井 啓一 

 

移動等円滑化の促進に関する基本方針 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号。

以下「法」という。）第三条第一項の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動又は施設

の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性

及び安全性を向上すること（以下「移動等円滑化」という。）の促進に関する基本方針

について、国、地方公共団体、高齢者、障害者等、施設設置管理者その他の関係者が互

いに連携協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくため、以下のとお

り定める。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

１ 移動等円滑化の意義 

我が国においては、世界のどの国もこれまで経験したことのない本格的な高齢社

会を迎え、今後更なる高齢化が進展すると見込まれており、高齢者の自立と社会参

加による、健全で活力ある社会の実現が求められている。また、今日、障害者が障

害のない者と同等に生活し活動する社会を目指す、ノーマライゼーションの理念の

社会への浸透が進み、自立と共生の理念の下、障害の有無にかかわらず国民誰もが

相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現が求められている。さらに、

近年、障害者の権利に関する条約（平成二十六年条約第一号）の締結及び障害者基

本法（昭和四十五年法律第八十四号）等の関連法制の整備がされたこと、平成三十

二年に東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会が開催されるこ

と等を契機として、共生社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を

推進するとともに、高齢者、障害者等も含めて誰もが包摂され活躍できる社会の実

現に向けた取組を進めることが必要となっている。 

このような社会の実現のためには、高齢者、障害者等が自立した日常生活及び社

会生活を営むことができる社会を構築することが重要であり、そのための環境の整

備を一刻も早く推進していくことが求められている。移動及び施設の利用は、高齢

者、障害者等が社会参加をするための重要な手段であることから、移動等円滑化を

促進することは、このような社会の実現のために大きな意義を持つものである。 

また、移動等円滑化の促進は、高齢者、障害者等の社会参加を促進するのみでな

く、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考

え方に基づき、全ての利用者に利用しやすい施設及び車両等の整備を通じて、国民

が生き生きと安全に暮らせる活力ある社会の維持に寄与するものである。 

さらに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す

る法律（平成三十年法律第三十二号）により創設された基本理念の規定に定めるよ

うに、この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも
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の（いわゆる「社会的障壁」）の除去や、共生社会の実現に資するものであり、移

動等円滑化の促進の意義はますます大きくなっている。 

なお、法にいう「高齢者、障害者等」には、高齢者及び身体障害者のみならず、

知的障害者、精神障害者及び発達障害者を含む全ての障害者で身体の機能上の制限

を受ける者は全て含まれる。また、障害特性は様々であり、例えば視覚障害につい

ても、障害の重度によって期待される移動等円滑化の内容が異なることもあり得る

こと並びに身体の機能上の制限には、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等の

知覚面又は心理面の働きが原因で発現する疲れやすさ、喉の渇き、照明への反応、

表示の分かりにくさ等の負担の原因となる様々な制約が含まれることから、法が促

進することとしている移動等円滑化には、このような負担を軽減することによる移

動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することも含まれることに留意す

る必要がある。 

また、移動等円滑化を進めるに当たっては、高齢者、障害者等の意見を十分に聴

き、それを反映させることが重要である。 

２ 移動等円滑化の目標 

移動等円滑化を実現するためには、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活に

おいて利用する施設について移動等円滑化のための措置が講じられ、移動等円滑化

に携わる様々な者が連携することにより、移動の連続性を確保することが重要であ

る。 

したがって、法では、これらの施設を設置し、又は管理する者に対して移動等円

滑化のために必要な措置を講ずるよう努める一般的な責務を課すとともに、これら

の施設の中で、特に日常生活及び社会生活において通常移動手段として用いられ、

又は通常利用される旅客施設及び車両等、一定の道路、路外駐車場、公園施設並び

に建築物の各々について、新設等に際し各々に対応した移動等円滑化基準への適合

を義務付けることとしている。 

また、市町村が定める移動等円滑化促進地区において、法第二十四条の二第一項

の移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等円滑化促進方針」という。）に

則して、届出制度等により交通結節点における移動の連続性を確保することとして

いる。 

さらに、市町村が定める重点整備地区において、移動等円滑化に係る特定事業そ

の他の事業が法第二十五条第一項の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な

推進に関する基本的な構想（以下「基本構想」という。）に即して重点的かつ一体

的に実施されることとしている。 

移動等円滑化の促進に当たっては、国、地方公共団体、施設設置管理者、都道府

県公安委員会等の関係者が必要に応じて緊密に連携しながら、法に基づく枠組みの

活用等により、次に掲げる事項を達成することを目標とする。 

（１）旅客施設 

① 鉄道駅及び軌道停留場 

一日当たりの平均的な利用者数が三千人以上である鉄道駅及び軌道停留場（以

下「鉄軌道駅」という。）については、平成三十二年度までに、原則として全て

について、エレベーター又はスロープを設置することを始めとした段差の解消、

ホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止す

るための設備の整備、視覚障害者誘導用ブロックの整備、便所がある場合には障

害者対応型便所の設置等の移動等円滑化を実施する。この場合、地域の要請及び

支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行うことと

する。また、これ以外の鉄軌道駅についても、地域の実情に鑑み、利用者数のみ

ならず、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、移動等円滑化を可能な限

り実施する。 

ホームドア又は可動式ホーム柵については、視覚障害者の転落を防止するため

の設備として非常に効果が高く、その整備を進めていくことが重要である。その

ため、車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大
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な投資費用等の課題について総合的に勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検

討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進する。 

② バスターミナル 

一日当たりの平均的な利用者数が三千人以上であるバスターミナルについて

は、平成三十二年度までに、原則として全てについて、段差の解消、視覚障害者

誘導用ブロックの整備、便所がある場合には障害者対応型便所の設置等の移動等

円滑化を実施する。また、これ以外のバスターミナルについても、地域の実情に

鑑み、利用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、移動

等円滑化を可能な限り実施する。 

③ 旅客船ターミナル 

一日当たりの平均的な利用者数が三千人以上である旅客船ターミナルについ

ては、平成三十二年度までに、原則として全てについて、段差の解消、視覚障害

者誘導用ブロックの整備、便所がある場合には障害者対応型便所の設置等の移動

等円滑化を実施する。また、高齢化の進む離島との間の航路等に利用する公共旅

客船ターミナルについては、地域の実情を踏まえて順次、移動等円滑化を実施す

る。また、これ以外の旅客船ターミナルについても、地域の実情に鑑み、利用者

数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、移動等円滑化を可

能な限り実施する。 

④ 航空旅客ターミナル施設 

一日当たりの平均的な利用者数が三千人以上である航空旅客ターミナル施設

については、平成三十二年度までに、原則として全てについて、段差の解消、視

覚障害者誘導用ブロックの整備、便所がある場合には障害者対応型便所の設置等

の移動等円滑化を実施する。また、これ以外の航空旅客ターミナル施設について

も、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態等

を踏まえて、移動等円滑化を可能な限り実施する。 

（２）車両等 

① 鉄道車両及び軌道車両 

総車両数約五万二千両のうち約七十パーセントに当たる約三万六千四百両に

ついて、平成三十二年度までに、移動等円滑化を実施する。 

② バス車両 

総車両数約六万台からバス車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の

適用除外認定車両（以下「適用除外認定車両」という。）約一万台を除いた約五

万台のうち、約七十パーセントに当たる約三万五千台について、平成三十二年度

までに、ノンステップバスとする。適用除外認定車両については、平成三十二年

度までに、その約二十五パーセントに当たる約二千五百台をリフト付きバス又は

スロープ付きバスとする等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な

限りの移動等円滑化を実施する。 

③ タクシー車両 

平成三十二年度までに、約二万八千台の福祉タクシー（ ユニバーサルデザイ

ンタクシー（流し営業にも活用されることを想定し、身体障害者のほか、高齢者

や妊産婦、子供連れの人等、様々な人が利用できる構造となっている福祉タクシ

ー車両をいう。）を含む。）を導入する。 

④ 船舶 

総隻数約八百隻のうち約五十パーセントに当たる約四百隻について、平成三十

二年度までに、移動等円滑化を実施する。また、一日当たりの平均的な利用者数

が五千人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、平成三十二年

度までに、原則として全て移動等円滑化を実施する。さらに、これ以外の船舶に

ついても、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、可能な限りの移動等円

滑化を実施する。 

⑤ 航空機 

総機数約五百三十機のうち約九十パーセントに当たる約四百八十機について、
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平成三十二年度までに、移動等円滑化を実施する。 

（３）道路 

原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路につ

いて、平成三十二年度までに、移動等円滑化を実施する。 

（４）都市公園 

① 園路及び広場 

園路及び広場（特定公園施設であるものに限る。以下同じ。）の設置された都

市公園の約六十パーセントについて、平成三十二年度までに、園路及び広場の移

動等円滑化を実施する。 

② 駐車場 

駐車場の設置された都市公園の約六十パーセントについて、平成三十二年度ま

でに、駐車場の移動等円滑化を実施する。 

③ 便所 

便所の設置された都市公園の約四十五パーセントについて、平成三十二年度ま

でに、便所の移動等円滑化を実施する。 

（５）路外駐車場 

特定路外駐車場の約七十パーセントについて、平成三十二年度までに、移動等

円滑化を実施する。 

（６）建築物 

二千平方メートル以上の特別特定建築物の総ストックの約六十パーセントに

ついて、平成三十二年度までに、移動等円滑化を実施する。 

（７）信号機等 

重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号

機等については、平成三十二年度までに、原則として全ての当該道路において、

音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の設置、歩行者用道路であることを

表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する道路標示の設置等の移

動等円滑化を実施する。 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 

施設設置管理者は、利用者の利便性及び安全性の向上を図る観点から、施設及び車

両等の整備、適切な情報の提供並びに職員等関係者に対する適切な教育訓練について

関係者と連携しながら、１から３までに掲げる各々の措置を適切に講ずることにより、

移動等円滑化を進めることが必要である。 

施設設置管理者がこれらの措置を実施するに当たっては、その措置が効果的に実施

されるよう、地域の実情を把握している市町村等の関係者と連携することにより、可

能な限り利便性の高い動線の確保等他の施設との連続性に配慮した措置を実施し、か

つ、自らが設置し、又は管理する施設に設置される設備について、施設の特性に応じ

て可能な限り時間的な制約がなく利用できる等移動等円滑化のために必要な措置を講

ずるよう努めることが重要である。また、公共交通事業者等及び道路管理者にあって

は、複数の事業者間又は鉄道及びバス等複数の交通機関間の継ぎ目となる交通結節点

における移動等円滑化にも十分配慮することが重要である。 

また、施設設置管理者は、施設及び車両等の整備に当たっては、移動等円滑化のた

めに講ずる措置について具体的な実施計画を策定すること等により順次計画的に移動

等円滑化を進めていくこと、高齢者、障害者等が障害のない者と共に利用できる形で

の施設整備を図るユニバーサルデザインの考え方に十分留意すること、高齢者、障害

者等の意見を反映させるために可能な限り計画策定等への参画を得ること等必要な措

置を講ずるよう努めることが重要である。 

１ 施設及び車両等の整備 

移動等円滑化を図るためには、まず、施設及び車両等についてのハード面の整備

が必要である。したがって、法では、施設設置管理者が、自らが設置し、又は管理

する旅客施設及び車両等、一定の道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物を新設

等するときは、当該施設及び車両等の移動等円滑化基準への適合が義務付けられて
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おり、また、既存の施設及び車両等については、施設設置管理者は、当該施設及び

車両等を移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めること

とされている。 

施設設置管理者が、施設及び車両等について移動等円滑化のために必要な措置を

講ずる際には、次に掲げる観点が重要である。 

イ 高齢者、障害者等が施設内外の移動及び施設の利用を円滑に行うために必要な

施設及び設備を整備し、連続した移動経路を一以上確保すること。また、経路確

保に当たっては、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の確保に配慮す

ること。 

ロ 便所等附属する設備を設置する場合は、一以上は障害者対応型にするなど、高

齢者、障害者 

等の利用に配慮したものにすること。 

ハ 車両等にあっては、高齢者、障害者等の乗降及び車内での移動が容易にできる

ように必要な措置を講ずること。 

ニ 旅客施設及び車両等にあっては、運行情報等公共交通機関を利用する上で必要

な情報を提供するために必要な設備を整備すること。 

なお、移動等円滑化基準に定められていない内容であっても、上記の観点等から

移動等円滑化に資すると考えられる措置については、施設設置管理者はこれを積極

的に実施していくよう努力することが望ましい。 

特に、建築物の移動等円滑化に関しては、移動等円滑化が義務化されていない特

定建築物の移動等円滑化にも積極的に取り組むことが望ましい。特定建築物の新築

時等における移動等円滑化に当たっては、ユニバーサルデザインの考え方に配慮し

た整備が求められているとともに、建物ストックの長寿命化等その有効活用が求め

られていることから、誘導的な建築物移動等円滑化基準に適合する特定建築物につ

いて容積率の特例及び表示制度等を措置している認定特定建築物制度を積極的に活

用することが望ましい。 

ホ 道路にあっては、二以上の特定旅客施設等を相互に接続する道路で高齢者、障

害者等の移動が通常徒歩で行われるものがある場合は、関係道路管理者間で調整

し、一以上の経路を、特定道路に指定すべき道路として国に情報提供すること。 

なお、移動等円滑化基準に定められていない内容であっても、上記の観点等から

移動等円滑化に資すると考えられる措置については、施設設置管理者はこれを積極

的に実施していくよう努力することが望ましい。 

特に、建築物の移動等円滑化に関しては、移動等円滑化が義務化されていない特

定建築物の移動等円滑化にも積極的に取り組むことが望ましい。特定建築物の新築

時等における移動等円滑化に当たっては、ユニバーサルデザインの考え方に配慮し

た整備が求められているとともに、建築物ストックの長寿命化等その有効活用が求

められていることから、誘導的な建築物移動等円滑化基準に適合する特定建築物に

ついて容積率の特例及び表示制度等を措置している認定特定建築物制度を積極的に

活用することが望ましい。 

２ 適切な情報の提供 

移動等円滑化を図るためには、施設及び車両等についてのハード面の整備のみな

らず、施設設置管理者が利用者に対して必要な情報を適切に提供することが必要で

ある。 

その際には、利用する高齢者、障害者等のニーズ、施設及び設備の用途等に応じ

て、例えば、移動等円滑化基準への適合状況、高齢者、障害者等が円滑に利用でき

る便所や駐車施設の有無、旅客施設における路線案内、運賃案内及び運行情報等利

用に当たって必要となる情報並びに緊急時の情報について、視覚情報として大きな

文字又は適切な色の組合せを用いて見やすく表示すること、また、聴覚情報として

はっきりした音声により聞き取りやすく放送すること、図記号又は平仮名による表

示の併記等を行うこと、必要に応じて施設外からも見やすく表示すること等、分か

りやすく提供することに留意する必要がある。さらに、必要な情報について事前に
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把握できるよう、施設及び設備等に関する情報についてインターネットやパンフレ

ット等により提供することが望ましい。なお、各施設及び設備等に関する情報は、

施設設置管理者が個別に提供するにとどまらず、一元化することにより、より利用

しやすい形で提供できることから、必要に応じて施設設置管理者間で適切に連携し、

共同して提供することが望ましい。 

３ 職員等関係者に対する適切な教育訓練 

移動等円滑化を図るためには、施設及び車両等についてのハード面の整備のみな

らず、職員等関係者によるソフト面の適切な対応が必要であることに鑑み、施設設

置管理者は、その職員等関係者が高齢者、障害者等の多様なニーズ及び特性を理解

した上で、正当な理由なくこれらの者による施設及び車両等の利用を拒むことなく、

円滑なコミュニケーションを確保する等適切な対応を行うよう継続的な教育訓練を

実施する必要がある。 

そのため、施設設置管理者は、高齢者、障害者等の意見を反映した対応マニュア

ルの整備及び計画的な研修の実施等をＰＤＣＡサイクルとして実施することにより、

職員等関係者の教育訓練を更に充実させるよう努めるべきである。なお、その過程

において、高齢者、障害者等の参画を得ることが望ましい。 

三 移動等円滑化促進方針の指針となるべき事項 

市町村は、移動等円滑化促進方針を作成する場合には、次に掲げる事項に基づいて

作成する必要があり、施設設置管理者、都道府県公安委員会等の関係者は、これらの

事項に留意する必要がある。 

１ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項 

⑴ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義 

地域における高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するた

めには、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、

建築物等の生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路

その他の施設について、一体的に移動等円滑化が図られていることが重要である。

そのため、移動等円滑化促進方針において、生活関連施設が集積し、その間の移

動が通常徒歩で行われる地区を移動等円滑化促進地区として定め、生活関連施設

及び生活関連経路の移動等円滑化に係る方針を示すことが必要であり、できる限

り多くの市町村が移動等円滑化促進方針の作成に取り組むことが重要である。 

⑵ 移動等円滑化促進方針作成に当たっての留意事項 

市町村は、効果的に移動等円滑化を推進するため、次に掲げる事項に留意して

移動等円滑化促進方針を作成する必要がある。 

① 目標の明確化 

当該移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の方針について、市町村をは

じめ、施設設置管理者、都道府県公安委員会等の関係者間で共通認識が醸成され

ることが重要である。したがって、移動等円滑化促進方針には、地域の実情に応

じ、可能な限り明確な目標を設定する。 

② 都市計画との調和 

移動等円滑化促進方針の作成に当たっては、都市計画及び都市計画法（昭和四

十三年法律第百号）第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基

本的な方針（以下「市町村マスタープラン」という。）との調和が保たれている

必要がある。 

③ 地域公共交通網形成計画との調和 

移動等円滑化促進方針の作成に当たっては、地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律（平成十九年法律第五十九号）第五条第一項に規定する地域公共交通

網形成計画との調和が保たれている必要がある。 

④ 地方公共団体の移動等円滑化に関する条例、計画、構想等との調和 

地方公共団体において、移動等円滑化に関する条例、計画、構想等を有してい

る場合は、移動等円滑化促進方針はこれらとの調和が保たれている必要がある。

特に、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常
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生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）

第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、老人福祉法（昭和三十八年法

律第百三十三号）第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画等の市町村

が定める高齢者、障害者等の福祉に関する計画及び中心市街地の活性化に関する

法律（平成十年法律第九十二号）第九条に規定する基本計画等都市機能の増進に

関する計画との調和が保たれていることに留意する必要がある。 

⑤ 関係者の意見の反映及び移動等円滑促進方針の作成等の提案 

住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する

施設設置管理者及び都道府県公安委員会の参画により、関係者の意見が移動等円

滑化促進方針に十分に反映されるよう努める。このため、移動等円滑化促進方針

の作成に当たっては、法第二十四条の四に規定する協議会（以下「移動等円滑化

促進方針協議会」という。）を積極的に活用し、関係者の参画を得ることが求め

られる。この際、既に同条第二項各号に掲げる構成員からなる協議体制度を運用

している場合、又は、他の法令に基づいて同項各号に掲げる構成員からなる協議

体制度を運用しようとする場合は、当該協議体制度を移動等円滑化促進方針協議

会と位置付けることも可能である。なお、意見を求めるべき障害者には、視覚、

聴覚、内部障害等の身体障害者のみならず、知的障害者、精神障害者及び発達障

害者も含まれることに留意する必要がある。 

また、法第二十四条の五に規定する移動等円滑化促進方針の作成等に係る提案

制度が積極的に活用されるよう環境の整備に努めるとともに、当該提案を受けた

際には、その内容について十分な検討を加えることが求められる。 

⑥ 都道府県による市町村に対する援助 

都道府県は、市町村による移動等円滑化促進方針の作成を促進するため、市町

村の境界を越えた面的バリアフリー化の調整の仲介等や、他の市町村の作成事例

等の提供を行うなど、広域的な見地から支援することが重要である。 

⑦ 段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ） 

移動等円滑化の内容については、移動等円滑化促進方針作成に係る事前の検討

段階から事後の評価の段階に至るまで、高齢者、障害者等の利用者及び住民が積

極的に参加し、この参加プロセスを経て得られた知見を共有化し、スパイラルア

ップを図ることが重要である。 

そのため、市町村は、移動等円滑化促進方針が作成された後も、おおむね五年

ごとに、施設を利用する高齢者、障害者等の利用の状況並びに移動等円滑化促進

地区における移動等円滑化のための施設及び車両等の整備状況等を把握するとと

もに、移動等円滑化促進方針協議会の積極的な活用等により移動等円滑化促進方

針に基づく移動等円滑化に関する措置の実施状況について評価を行い、それに基

づき、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針の見直し及び新たな移

動等円滑化促進方針又は基本構想の作成を行うことが重要である。その際、住民、

生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置

管理者及び都道府県公安委員会の参画により、関係者の意見が移動等円滑化促進

方針に十分に反映されるよう努めることが必要である。 

⑧ 施設間の連携 

交通結節点における移動の連続性を確保するため、施設設置管理者間で連携を

図ることが必要である。このため、法では、旅客施設の建設、道路の新設等であ

って、移動等円滑化に支障を及ぼすおそれのあるものをしようとする公共交通事

業者等又は道路管理者は、当該行為に着手する三十日前までに市町村に届け出る

こととされている。 

市町村は届出対象について、施設設置管理者が容易に判断できるように移動等

円滑化促進方針に定めるものとし、当該届出対象を定めるに当たっては関係者と

十分な調整を図って共通認識を確保することが必要である。また、届出があった

場合において、届出に係る行為が移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認

めるときは、その届出をした者に対し必要な措置の実施を要請することができる
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こととしており、要請に当たっては、移動等円滑化促進方針の内容との整合を図

る観点から行うことが重要である。 

⑨ バリアフリーマップ等の作成 

移動等円滑化を図るためには、高齢者、障害者等が利用可能な施設を選択でき

るよう、これらの施設が所在する場所を示したバリアフリーマップ等を作成する

ことが効果的である。このため、市町村は積極的に施設等のバリアフリー情報を

収集の上、バリアフリーマップ等を作成し、提供することが重要である。 

また、公共交通事業者等及び道路管理者は、市町村の求めに応じて必要な情報

を当該市町村に提供しなければならないこととされており、路外駐車場管理者等、

公園管理者等及び建築主等は、市町村の求めに応じて必要な情報を当該市町村に

提供するよう努めなければならないとされているところである。なお、市町村は、

施設設置管理者に求める情報提供の内容を定めるに当たっては、移動等円滑化促

進方針協議会を活用するなどにより障害者、高齢者等及び施設設置管理者等の意

見を十分に反映するよう努めるとともに、施設設置管理者に過度な負担が生じな

いよう配慮しつつ、高齢者、障害者等にとって必要な情報が得られるよう留意す

ることが必要である。 

２ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

⑴ 移動等円滑化促進地区の要件 

法では、市町村は、法第二条第二十の二号イからハまでに掲げる要件に該当する

ものを、移動等円滑化を促進すべき移動等円滑化促進地区として設定するよう努め

ることとされている。また、移動等円滑化促進地区の区域を定めるに当たっては、

次に掲げる要件に照らし、市町村がそれぞれの地域の実情に応じて行うことが必要

である。 

① 「生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する

旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を

含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。」 

（法第二条第二十の二号イ） 

生活関連施設に該当する施設としては、相当数の高齢者、障害者等が利用する

旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校等多岐にわ

たる施設が想定されるが、具体的にどの施設を含めるかは施設の利用の状況等地

域の実情を勘案して選定することが必要である。 

また、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区とは、生活関連施

設が徒歩圏内に集積している地区をいい、地区全体の面積がおおむね四百ヘクタ

ール未満の地区であって、原則として、生活関連施設のうち旅客施設又は官公庁

施設、福祉施設等の特別特定建築物に該当するものがおおむね三以上所在し、か

つ、当該施設を利用する相当数の高齢者、障害者等により、当該施設相互間の移

動が徒歩で行われる地区であると見込まれることが必要である。 

② 「生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同

じ。）を構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用

に供する施設をいう。以下同じ。）について移動等円滑化を促進することが特に

必要であると認められる地区であること。」（法第二条第二十の二号ロ） 

移動等円滑化促進地区は、移動等円滑化を促進する必要がある地区であること

が必要である。 

このため、高齢者、障害者等の徒歩若しくは車椅子による移動又は施設の利用

の状況、土地利用及び諸機能の集積の実態並びに将来の方向性等の観点から総合

的に判断して、当該地区において移動等円滑化を促進することが特に必要である

と認められることが必要である。 

③ 「当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進

を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。」（法第二条第二

十の二号ハ） 

高齢者、障害者等に交流と社会参加の機会を提供する機能、消費生活の場を提
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供する機能、勤労の場を提供する機能など都市が有する様々な機能の増進を図る

上で、移動等円滑化を促進することが、有効かつ適切であると認められることが

必要である。 

⑵ 留意事項 

市町村は、移動等円滑化促進地区を定めるに当たっては、次に掲げる事項に留意

するものとする。 

① 移動等円滑化促進地区の数 

市町村内に旅客施設が複数ある場合等、生活関連施設の集積の在り方によって

は、複数の移動等円滑化促進地区を設定することも可能であるが、当該生活関連

施設相互間の距離、移動の状況等地域の実情から適当と判断される場合には、一

つの移動等円滑化促進地区として設定することも可能である。 

② 複数の市町村及び都道府県の協力 

生活関連施設の利用者が複数の市町村にまたがって移動しており、移動等円滑

化促進地区の範囲が複数の市町村にまたがる場合など、当該市町村が利用者の移

動の実態に鑑み適当であると認めるときは、共同して移動等円滑化促進方針を作

成し、一体的に推進していくことが重要である。 

また、これらの施設が大規模であり、利用者が広域にわたり、かつ、関係者間

の調整が複雑となるような場合には、協議会への参加を求めるなどにより都道府

県の適切な助言及び協力を求めることが重要である。 

③ 移動等円滑化促進地区の境界 

移動等円滑化促進地区の境界は、可能な限り市町村の区域内の町境・字境、道路、

河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、明確に表示して定めることが必要

である。 

３ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関す

る事項 

移動等円滑化促進地区において長期的に実現されるべき移動等円滑化の姿を明ら

かとする観点から、生活関連施設、生活関連経路等については次に掲げるとおり記

載することが望ましい。 

⑴ 生活関連施設 

生活関連施設を選定するに当たっては、２⑴ に留意するほか、既に移動等円滑

化されている施設については、当該施設内の経路について、生活関連経路として移

動等円滑化を図る場合等、一体的な移動等円滑化を図る上で対象と位置付けること

が必要な施設につき記載するものとする。また、移動等円滑化のための事業の実施

の有無にかかわらず、当該施設相互間の経路について、生活関連経路として移動等

円滑化を図る場合等、一体的な移動等円滑化を図る上で対象と位置付けることが必

要な施設につき、生活関連施設として、長期的展望を示す上で必要な範囲で記載す

ることにも配慮する。 

⑵ 生活関連経路 

生活関連経路についても⑴同様、既に移動等円滑化されている経路については、

一体的な移動等円滑化を図る上で対象として位置付けることが必要な経路につき記

載するものとする。その際、地域の実情に応じて、二以上の特定旅客施設等を相互

に接続する道路で高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものについて、一

以上の経路を指定し、また、利用者ニーズに応じた経路選択ができるよう、幹線道

路周辺の生活道路についても指定することが望ましい。また、移動等円滑化のため

の事業実施の有無にかかわらず、長期的展望を示す上で必要な範囲で記載すること

にも配慮する。 

⑶ 移動等円滑化の促進に関する事項 

移動等円滑化促進方針の対象となる施設及び車両等においてどのような方針で移

動等円滑化を図るのかについて記載するものとする。 

４ １から３までに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の

促進のために必要な事項 
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⑴ 記載事項 

① 地域特性等の尊重及び創意工夫 

移動等円滑化に関する措置の実施に当たっては、効果を高めるため、地域特性

等を尊重して、様々な創意工夫に努めることが重要である。 

② 積雪及び凍結に対する配慮 

積雪及び凍結により移動の利便性及び安全性が損なわれる可能性がある場合は、

積雪時及び路面凍結時の安全かつ円滑な移動のための除雪その他の措置を講ずる

よう努めることが必要である。 

③ 高齢者、障害者等への適切な情報提供 

施設設置管理者及び都道府県公安委員会は、高齢者、障害者等に対して、移動

等円滑化促進地区における移動等円滑化のために必要な情報を適切に提供するよ

う努めることが重要である。 

⑵ その他移動等円滑化促進方針の作成に当たっての留意事項 

移動等円滑化促進方針は、市町村の発意及び主体性に基づき自由な発想で作成

されるものであるので、この基本方針の三に定めのない事項についても移動等円

滑化促進方針に記載することが望ましい。 

四 基本構想の指針となるべき事項 

市町村は、基本構想を作成する場合には、次に掲げる事項に基づいて作成する必要

があり、施設設置管理者、都道府県公安委員会等の関係者は、これらの事項に留意す

る必要がある。 

１ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 

（１）重点整備地区における移動等円滑化の意義 

地域における高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため

には、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、建築

物等の生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他

の施設について、一体的に移動等円滑化が図られていることが重要である。そのた

め、基本構想において、生活関連施設が集積し、その間の移動が通常徒歩で行われ

る地区を重点整備地区として定め、生活関連施設及び生活関連経路の移動等円滑化

に係る各種事業を重点的かつ一体的に推進することが必要であり、出来る限り多く

の市町村が基本構想の作成に取り組むことが重要である。 

（２）基本構想に即した各種事業の重点的かつ一体的な推進のための基本的視点 

基本構想に即した各種事業の推進については、次に掲げる基本的視点が重要であ

る。 

① 市町村の基本構想作成による事業の効果的な推進 

重点整備地区における移動等円滑化に対する取組は、当該地区に最も身近な行

政主体でありその地区における特性を十分に把握している市町村が、施設設置管

理者、都道府県公安委員会等事業を実施すべき主体はもとより、高齢者、障害者

等の関係者と協議等を行いながら基本構想を作成することにより、これらの事業

の効果的な推進が図られることが重要である。 

② 基本構想作成への関係者の積極的な協力による事業の一体的な推進 

移動等円滑化に係る事業の実施主体となる施設設置管理者、都道府県公安委員

会等及び高齢者、障害者等の関係者は基本構想の作成に積極的に協力し、各種事

業を一体的に推進していくことが必要である。 

③ 地域住民等の理解及び協力 

重点整備地区における移動等円滑化を図るに当たり、基本構想に位置付けられ

た各種事業が円滑に実施されるためには、地域住民等の理解及び協力が重要であ

る。 

（３）基本構想作成に当たっての留意事項 

市町村は、効果的に移動等円滑化を推進するため、次に掲げる事項に留意して基

本構想を作成する必要がある。 

① 目標の明確化 
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各種事業の実施に当たっては、当該重点整備地区における移動等円滑化につい

て、市町村を始め、施設設置管理者、都道府県公安委員会等の関係者の施策を総

合的に講ずる必要があることから、各者間で共通認識が醸成されることが重要で

ある。したがって、基本構想には、地域の実情に応じ、可能な限り具体的かつ明

確な目標を設定する。 

② 都市計画との調和 

基本構想の作成に当たっては、都市計画及び市町村マスタープランとの調和が

保たれてる必要がある。 

③ 地域公共交通網形成計画との調和 

基本構想の作成に当たっては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第

五条第一項に規定する地域公共交通網形成計画との調和が保たれている必要が

ある。 

④ 地方公共団体の移動等円滑化に関する条例、計画、構想等との調和 

地方公共団体において、移動等円滑化に関する条例、計画、構想等を有してい

る場合は、基本構想はこれらとの調和が保たれている必要がある。特に、障害者

基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福

祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画等の市町

村が定める高齢者、障害者等の福祉に関する計画及び中心市街地の活性化に関す

る法律第九条に規定する基本計画等都市機能の増進に関する計画との調和が保

たれていることに留意する必要がある。 

⑤ 各種事業の連携と集中実施 

移動等円滑化に係る各種の事業が相互に連携して相乗効果を生み、連続的な移

動経路の確保が行われるように、施設設置管理者、都道府県公安委員会等の関係

者間で必要に応じて十分な調整を図って整合性を確保するとともに、事業の集中

的かつ効果的な実施を確保する。 

また、複数の事業者間又は鉄道及びバス等複数の交通機関間を乗り継ぐ際の旅

客施設内の移動等円滑化並びに当該市町村においてタクシー事業者、自家用有償

旅客運送者等が行っているスペシャル・トランスポート・サービス（要介護者等

であって単独では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者を対象に、必

要な介護などと連続して、又は一体として行われる個別的な輸送サービスをい

う。）の在り方にも十分配慮する。 

さらに、特定事業に係る費用の負担については、当該事業の性格を踏まえた適

切な役割分担に応じた関係者間の負担の在り方について十分な調整を図って関

係者間の共通認識を確保する。 

⑥ 高齢者、障害者等の意見の反映及び基本構想の作成等の提案 

生活関連施設を利用する高齢者、障害者等を始め関係者の参画により、関係者

の意見が基本構想に十分に反映されるよう努める。このため、基本構想の作成に

当たっては、法第二十六条に規定する協議会（以下「基本構想協議会」という。）

を積極的に活用し、高齢者、障害者等の参画を得ることが求められる。この際、

既に同条第二項各号に掲げる構成員からなる協議体制度を運用している場合、又

は、他の法令に基づいて同項各号に掲げる構成員からなる協議体制度を運用しよ

うとする場合は、当該協議体制度を基本構想協議会と位置付けることも可能であ

る。なお、意見を求めるべき障害者には、視覚、聴覚、内部障害等の身体障害者

のみならず、知的障害者、精神障害者及び発達障害者も含まれることに留意する

必要がある。 

また、法第二十七条に規定する基本構想の作成等に係る提案制度が積極的に活

用されるよう環境の整備に努めるとともに、当該提案を受けた際には、その内容

について十分な検討を加えることが求められる。 

⑦ 都道府県による市町村に対する援助 

都道府県は、市町村による基本構想の作成を促進するため、市町村の境界を越
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えた面的バリアフリー化の調整の仲介等や、他の市町村の作成事例等の提供を行

うなど、広域的な見地から支援することが重要である。 

⑧ 段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ） 

移動等円滑化の内容については、基本構想作成に係る事前の検討段階から事後

の評価の段階に至るまで、高齢者、障害者等の利用者及び住民が積極的に参加し、

この参加プロセスを経て得られた知見を共有化し、スパイラルアップを図ること

が重要である。 

そのため、市町村は、基本構想が作成された後も、おおむね５年ごとに、施設

を利用する高齢者、障害者等の利用の状況並びに重点整備地区における移動等円

滑化のための施設及び車両等の整備状況等を把握するとともに、基本構想協議会

の積極的な活用等により基本構想に基づき実施された事業の成果について評価

を行い、それに基づき、必要があると認めるときは、基本構想の見直し及び新た

な基本構想の作成を行うことが重要である。 

また、法附則第二条第二号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十八

号）第六条第一項の規定により作成された基本構想についても、同様に見直しを

行うことが重要であることに留意する必要がある。 

⑨ バリアフリーマップ等の作成 

移動等円滑化を図るためには、高齢者、障害者等が利用可能な施設を選択でき

るよう、これらの施設が所在する場所を示したバリアフリーマップ等を作成する

ことが効果的である。このため、市町村は積極的に施設等のバリアフリー情報を

収集の上、バリアフリーマップ等を作成し、提供することが重要である。 

また、公共交通事業者等及び道路管理者は、市町村の求めに応じて必要な情報

を当該市町村に提供しなければならないこととされており、路外駐車場管理者等、

公園管理者等及び建築主等は、市町村の求めに応じて必要な情報を当該市町村に

提供するよう努めなければならないとされているところである。なお、市町村は、

施設設置管理者に求める情報提供の内容を定めるに当たっては、基本構想協議会

を活用するなどにより障害者、高齢者等及び施設設置管理者等の意見を十分に反

映するよう努めるとともに、施設設置管理者に過度な負担が生じないよう配慮し

つつ、高齢者、障害者等にとって必要な情報が得られるよう留意することが必要

である。 

２ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

（１）重点整備地区の要件 

法では、市町村は、法第二条第二十一号イからハまでに掲げる要件に該当するも

のを、移動等円滑化に係る事業を重点的かつ一体的に推進すべき重点整備地区とし

て設定するよう努めることとされている。また、重点整備地区の区域を定めるに当

たっては、次に掲げる要件に照らし、市町村がそれぞれの地域の実情に応じて行う

ことが必要である。 

① 「生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒

歩で行われる地区であること。」（法第二条第二十一号イ） 

生活関連施設に該当する施設としては、相当数の高齢者、障害者等が利用する

旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校等多岐にわ

たる施設が想定されるが、具体的にどの施設を含めるかは施設の利用の状況等地

域の実情を勘案して選定することが必要である。 

また、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区とは、生活関連施

設が徒歩圏内に集積している地区をいい、地区全体の面積がおおむね四百ヘクタ

ール未満の地区であって、原則として、生活関連施設のうち特定旅客施設又は官

公庁施設、福祉施設等の特別特定建築物に該当するものがおおむね三以上所在し、

かつ、当該施設を利用する相当数の高齢者、障害者等により、当該施設相互間の

移動が徒歩で行われる地区であると見込まれることが必要である。 

なお、重点整備地区を設定する際の要件として、特定旅客施設が所在すること
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は必ずしも必須とはならないが、連続的な移動に係る移動等円滑化の確保の重要

性に鑑み、特定旅客施設を含む重点整備地区を設定することが引き続き特に求め

られること、及び特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区を設定する場合には、

法第二十五条第三項の規定に基づき当該特定旅客施設を生活関連施設として定め

なければならないとされていることに留意する必要がある。 

② 「生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等

円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区である

こと。」（法第二条第二十一号ロ） 

重点整備地区は、重点的かつ一体的に移動等円滑化のための事業を実施する必

要がある地区であることが必要である。 

このため、高齢者、障害者等の徒歩若しくは車椅子による移動又は施設の利用

の状況、土地利用及び諸機能の集積の実態並びに将来の方向性、想定される事業

の実施範囲、実現可能性等の観点から総合的に判断して、当該地区における移動

等円滑化のための事業に一体性があり、当該事業の実施が特に必要であると認め

られることが必要である。 

③ 「当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施す

ることが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる

地区であること。」（法第二条第二十一号ハ） 

高齢者、障害者等に交流と社会参加の機会を提供する機能、消費生活の場を提

供する機能、勤労の場を提供する機能など都市が有する様々な機能の増進を図る

上で、移動等円滑化のための事業が重点的に、かつ、各事業の整合性を確保して

実施されることについて、実現可能性及び集中的かつ効果的な事業実施の可能性

等の観点から判断して、有効かつ適切であると認められることが必要である。 

（２）留意事項 

市町村は、重点整備地区を定めるに当たっては、次に掲げる事項に留意するもの

とする。 

① 重点整備地区の数 

市町村内に特定旅客施設が複数ある場合等、生活関連施設の集積の在り方によ

っては、複数の重点整備地区を設定することも可能であるが、当該生活関連施設

相互間の距離、移動の状況等地域の実情から適当と判断される場合には、一つの

重点整備地区として設定することも可能である。 

② 複数の市町村及び都道府県の協力 

生活関連施設の利用者が複数の市町村にまたがって移動しており、重点整備地

区の範囲が複数の市町村にまたがる場合など、当該市町村が利用者の移動の実態

に鑑み適当であると認めるときは、共同して基本構想を作成し、一体的に推進し

ていくことが重要である。 

また、これらの施設が大規模であり、利用者が広域にわたり、かつ、関係者間

の調整が複雑となるような場合には、協議会への参加を求める等により都道府県

の適切な助言及び協力を求めることが重要である。 

③ 重点整備地区の境界 

重点整備地区の境界は、可能な限り市町村の区域内の町境・字境、道路、河川、

鉄道等の施設、都市計画道路等によって、明確に表示して定めることが必要であ

る。 

３ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 

重点整備地区において長期的に実現されるべき移動等円滑化の姿を明らかとする観

点から、生活関連施設、生活関連経路等については次に掲げるとおり記載することが

望ましい。 

（１）生活関連施設 

生活関連施設を選定するに当たっては、２（１）に留意するほか、既に移動等円

滑化されている施設については、当該施設内の経路について、生活関連経路として

移動等円滑化を図る場合等、一体的な移動等円滑化を図る上で対象と位置付けるこ
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とが必要な施設につき記載するものとする。また、当面移動等円滑化のための事業

を実施する見込みがない施設については、当該施設相互間の経路について、生活関

連経路として移動等円滑化を図る場合等、一体的な移動等円滑化を図る上で対象と

位置付けることが必要な施設につき、生活関連施設として、長期的展望を示す上で

必要な範囲で記載することにも配慮する。 

（２）生活関連経路 

生活関連経路についても（１）同様、既に移動等円滑化されている経路について

は、一体的な移動等円滑化を図る上で対象として位置付けることが必要な経路につ

き記載するものとする。その際、地域の実情に応じて、二以上の特定旅客施設等を

相互に接続する道路で高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものについて、

一以上の経路を指定し、また、利用者ニーズに応じた経路選択ができるよう、幹線

道路周辺の生活道路についても指定することが望ましい。また、当面移動等円滑化

のための事業実施の見込みがない経路については、長期的展望を示す上で必要な範

囲で記載することにも配慮する。 

（３）移動等円滑化に関する事項 

基本構想の対象となる施設及び車両等において実施される移動等円滑化の内容に

ついて記載するものとする。当面具体的な事業実施に見込みがないものについては、

事業実施の見込みが明らかになった段階で記載内容を追加又は変更する等基本構想

を見直し、移動等円滑化の促進を図るものとする。 

４ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動

等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 

（１）特定事業 

特定事業としては、公共交通特定事業、道路特定事業に加え、路外駐車場特定事

業、都市公園特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業があり、各々の事業の

特性を踏まえ、必要となる事業について基本構想に記載するものとする。 

なお、法第二十五条第二項第四号括弧書に規定されているとおり、旅客施設の所

在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域

内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動を確保するために、当該特定旅客施

設の移動等円滑化を図る事業及び当該重点整備地区と当該特定旅客施設を結ぶ特定

車両の移動等円滑化を図る事業についても、公共交通特定事業として記載すること

が可能である。 

一般的には、建築物特定事業の対象となり得る生活関連施設である建築物が多数

存在することから、基本構想作成時の協議及び事業実施を確実かつ円滑に行うため

には、対象となる生活関連施設の規模及び利用状況等、他の特定事業との関連等に

ついて、当該地域の実情に照らして判断し、必要性等の高いものから基本構想に順

次位置付けていくことが望ましい。 

また、事業の着手予定時期、実施予定期間について可能な限り具体的かつ明確に

記載することとし、当面事業の実施の見込みがない場合にあっては、事業の具体化

に向けた検討の方向性等について記載し、事業が具体化した段階で、基本構想を適

宜変更して事業の内容について記載を追加するものとする。 

（２）その他の事業 

その他の事業としては、特定旅客施設以外の旅客施設、生活関連経路を構成する

駅前広場、通路等（河川施設、港湾施設、下水道施設等が生活関連経路を構成する

場合にあっては、これらの施設を含む。）の整備があり、おおむねの事業内容を基

本構想に記載するものとする。 

（３）留意事項 

市町村は、基本構想を作成しようとするときは、これに定めようとする特定事業

その他の事業に関する事項について、関係する施設設置管理者、都道府県公安委員

会等と十分に協議することが必要であり、事業の記載に当たっては、高齢者、障害

者等の移動又は施設の利用の状況、都市計画及び市町村マスタープランの位置付け、

事業を実施することとなる者の意向等を踏まえることが重要である。また、特定事
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業を記載するに当たっては、事業を実施することとなる者の意向等を踏まえること

並びに関連する特定事業間の連携及び調整を図ることが必要不可欠であることから、

協議会制度を有効に活用し、基本構想の作成及び事業実施の円滑化を図ることが求

められる。なお、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は

その協議の結果を尊重しなければならないこととされていることに留意する必要が

ある。 

特定事業その他の事業については、合理的かつ効率的な施設及び車両等の整備及

び管理を行うことを念頭に、生活関連施設及び生活関連経路の利用者、利用状況及

び移動手段並びに生活関連経路周辺の道路交通環境及び居住環境を勘案して記載す

ることが必要である。この際、特定事業その他の事業の実施に当たっては、交通の

安全及び円滑の確保並びに生活環境の保全についても配慮する必要があることに留

意する必要がある。また、交通安全特定事業のうち違法駐車行為の防止のための事

業に関しては、歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上等の自動二輪車等の違法駐車、

横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車等、移動等円滑化を特に阻害する違法駐車

行為の防止に資する事業が重点的に推進されるとの内容が基本構想に反映されるよ

う留意する必要がある。 

５ ４に規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の

市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他

の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動

等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区にお

ける移動等円滑化のために必要な事項 

（１）土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関する基本的

な事項 

重点整備地区における重点的かつ一体的な移動等円滑化を図るために実施される

４に規定する事業を実施する場合、重点整備地区における市街地の状況並びに生活

関連施設及び生活関連経路の配置の状況によっては、これらの事業を単独で行うの

ではなく、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業と併せて

行うことが効果的な場合がある。 

① 具体的事業の内容 

４に規定する事業と併せて行う事業の選択に当たっては、高齢者、障害者等の

移動又は施設の利用の状況、都市計画及び市町村マスタープランの位置付け等を

踏まえて判断することが重要である。 

② 記載事項 

基本構想には、事業の種類、おおむねの位置又は区域等をそれぞれ記載するも

のとする。 

なお、土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例を活用し、土

地区画整理事業と併せて生活関連施設又は一般交通用施設（土地区画整理法（昭

和二十九年法律第百十九号）第二条第五項に規定する公共施設を除く。）であっ

て基本構想において定められた施設を整備しようとする場合には、それぞれの施

設の主な用途、おおむねの位置等についても記載する必要がある。 

（２）自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備

地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項 

移動等円滑化の妨げとなっている自転車その他の車両の放置及び違法駐車を防止

するための抜本的な施策として、駐輪場等自転車その他の車両の駐車のための施設

を特定事業その他の事業と一体的に整備することは極めて有効であることから、具

体的な位置等これらの整備に関するおおむねの内容を記載するほか、その他の重点

整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項について記

載することとする。 

（３）その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 

① 推進体制の整備 

基本構想に位置付けられた各種の事業を円滑かつ効果的に実施していくため
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には、基本構想の作成段階又は基本構想に基づく各種の事業の準備段階から、関

係者が十分な情報交換を行いつつ連携を図ることが必要であり、協議会を有効に

活用することが求められる。 

② 事業推進上の留意点 

イ 地域特性等の尊重及び創意工夫 

各種の事業の実施に当たっては、事業効果を高めるため、地域特性等を尊重

して、様々な創意工夫に努めることが重要である。 

ロ 積雪及び凍結に対する配慮 

積雪及び凍結により移動の利便性及び安全性が損なわれる可能性がある場

合は、積雪時及び路面凍結時の安全かつ円滑な移動のための除雪その他の措置

を講ずるよう努めることが必要である。 

ハ 特定事業に関する公的な支援措置の内容 

基本構想に即して特定事業を円滑に実施するため公的な支援措置が講じら

れる場合には、その内容を明確にすることが重要である。 

ニ 基本構想に即した特定事業計画の作成上の留意事項 

施設設置管理者及び都道府県公安委員会が基本構想に即して特定事業計画

を作成するに当たっては、早期作成の重要性を十分認識するとともに、協議会

を活用することによって当事者である高齢者、障害者等を始め関係者の参画を

図ること等により、関係者の意見が特定事業計画に十分に反映されるよう努め

ることが重要である。 

ホ 基本構想作成後の特定事業その他の事業の実施状況の把握等 

基本構想作成後、特定事業その他の事業が早期に、かつ、当該基本構想で明

記された目標に沿って順調に進展するよう、市町村は、事業の実施状況の把握、

これに係る情報提供、協議会の活用等による事業を実施すべき者との連絡調整

の適切な実施等事業の進展に努めることが必要である。 

ヘ 高齢者、障害者等への適切な情報提供 

施設設置管理者及び都道府県公安委員会は、高齢者、障害者等に対して、重

点整備地区における移動等円滑化のために必要な情報を適切に提供するよう

努めることが重要である。 

③ その他基本構想の作成及び事業の実施に当たっての留意事項 

基本構想は、市町村の発意及び主体性に基づき自由な発想で作成されるもので

あるので、この基本方針の三に定めのない事項についても基本構想に記載するこ

とが望ましい。 

五 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促

進に関する事項 

１ 国の責務及び講ずべき措置 

（１）国の責務（スパイラルアップ及び心のバリアフリー） 

国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の者と協力し

て、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移

動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を

勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価

その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、

かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよ

う努めることにより、スパイラルアップを図るものとする。 

また、移動等円滑化を進めるためには、施設及び車両等の整備のみならず、国

民の高齢者、障害者等に対する理解及び協力、すなわち国民の「心のバリアフリ

ー」が不可欠であること及び「心のバリアフリー」を促進するためには、障害の

有無にかかわらず参加者全員がバリアフリーを考える参加型イベントが効果的で

あることを踏まえ、国は広報活動、啓発活動、教育活動等を通じて、移動等円滑

化の促進に関する関係者の連携及び国民の理解を深めるとともに、高齢者、障害

者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他の移動等円
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滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努める。なお、法にいう「高齢者、

障害者等」には、高齢者及び身体障害者のみならず、知的障害者、精神障害者及

び発達障害者を含む全ての障害者で身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれ

るということについても、改めて周知を行う。 

（２）国の講ずべき措置（設備投資等に対する支援、情報提供の確保及び研究開発等） 

施設設置管理者等による移動等円滑化のための措置を促進するため、設備投資

等に対する必要な支援措置を講ずる。 

また、高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を確保するためには、施

設設置管理者等による移動等円滑化のための事業の実施状況に関する情報が利用

しやすい形で提供される必要があることから、国は、施設設置管理者等による移

動等円滑化のための事業の実施状況に関する情報が確実に収集され、利用しやす

いよう加工された上で、利用者に提供されるような環境の確保に努めることとす

る。 

さらに、国は、移動等円滑化を目的とした施設及び車両等に係る新たな設備等

（情報を提供する手法に係るものを含む。以下同じ。）の実用化及び標準化、既

存の設備等の利便性及び安全性の向上、新たな設備等の導入に係るコストの低減

化等のための調査及び情報通信技術等の研究開発の促進を図るとともに、それら

の成果が幅広く活用されるよう、施設設置管理者等に提供するほか、地方公共団

体による移動等円滑化のための施設の整備に対する主体的な取組を尊重しつつ、

地方公共団体が選択可能な各種支援措置の整備を行う。 

なお、道路の移動等円滑化に関しては、国が、二以上の特定旅客施設等を相互

に接続する道路で高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものについて、

一以上の経路を特定道路に指定するものとする。また、建築物の移動等円滑化に

関しては、国は、地方公共団体が、条例を定めることにより、義務付け対象とな

る用途の追加及び規模の引下げ並びに基準の強化を行っている状況について、地

方公共団体に対して情報提供するものとする。 

２ 地方公共団体の責務及び講ずべき措置 

地方公共団体は、地域住民の福祉の増進を図る観点から、国の施策に準じ、１に

掲げる責務を果たすとともに、措置を講ずることが必要である。特に、地域の実情

に即して、移動等円滑化のための事業に対する支援措置、移動等円滑化に関する地

域住民の理解を深めるための広報活動等移動等円滑化を促進するために必要な措置

を総合的かつ計画的に講ずるよう努めるとともに、移動等円滑化促進方針協議会を

活用すること等により移動等円滑化の進展の状況等の定期的な評価を行うよう努め

ることが必要である。 

なお、建築物の移動等円滑化に関しては、地方公共団体が所要の事項を条例に定

めることにより、対象区域を設定して義務付け対象となる用途の追加及び規模の引

き下げ並びに基準の強化をすることで地域の実情に応じた建築物の移動等円滑化を

図ることが可能な仕組みとなっているので、積極的な活用に努めることが必要であ

る。また、建築物の部分のうち駅等に設けられる一定の要件を満たす通路等につい

ては、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第五十二条第十四項第一号の規

定による容積率制限の特例を受けることが可能であるので、同法に規定する特定行

政庁は、当該規定の適切な運用に努めることが重要である。 

３ 施設設置管理者以外の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する

施設を設置又は管理する者の責務 

高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を実現するために、地下街、自由

通路、駅前広場その他の高齢者、障害者等が日常生活及び社会生活において移動手

段として利用し得る施設を設置し、又は管理する者においても、移動等円滑化のた

めに必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 

４ 国民の責務（心のバリアフリー） 

国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重

要性並びにそのために高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を実現するこ
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との必要性について理解を深めるよう努めなければならない。その際、外見上分か

りづらい聴覚障害、内部障害、精神障害、発達障害など、障害には多様な特性があ

ることに留意する必要がある。 

また、視覚障害者誘導用ブロック上への駐輪、車椅子使用者用駐車施設への駐車

等による高齢者、障害者等の施設の利用等を妨げないことのみならず、鉄道駅の利

用に当たり、必要に応じ高齢者、障害者等に対する手助けすること等、高齢者、障

害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他のこれらの

者の円滑な移動及び施設の利用を確保することに積極的に協力することが求められ

る。 
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参考資料２ 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準 
 

○平成十八年国土交通省令第百十六号 

 

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第十条第一

項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令を次のように

定める。 

 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条）  

第二章 歩道等（第三条―第十条）  

第三章 立体横断施設（第十一条―第十六条）  

第四章 乗合自動車停留所（第十七条・第十八条）  

第五章 路面電車停留場等（第十九条―第二十一条） 

第六章 自動車駐車場（第二十二条―第三十二条）  

第七章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第三十三条―第三十七条）  

附則 

  

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）

第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準（道路法

（昭和二十七年法律第百八十号）第三条第二号の一般国道にあっては法第十条第一項に規定する道

路移動等円滑化基準）を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第二条 この省令における用語の意義は、法第二条、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二

条（第四号及び第十三号に限る。）及び道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号）第二条に定

めるもののほか、次に定めるところによる。 

一 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設（横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者

が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。）に設ける傾斜路、通路若しくは階

段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若し

くは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するた

めに必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。 

二 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。 

三 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意

喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。 

 

第二章 歩道等 

（歩道） 

第三条 道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）には、歩道を設けるものとする。 

（有効幅員） 

第四条 歩道の有効幅員は、道路構造令第十一条第三項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

２ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第十条の二第二項に規定する幅員の値以上とするもの

とする。 

３ 歩道又は自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害

者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（舗装） 

第五条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただ

し、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでな
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い。 

２ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。 

（勾配） 

第六条 歩道等の縦断勾配は、五パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、一パーセント以下とするものとする。ただし、

前条第一項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、二パーセント以下とすることができる。 

（歩道等と車道等の分離） 

第七条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下「車道等」とい

う。）又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。 

２ 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石の車道等に対する高

さは十五センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況

等を考慮して定めるものとする。 

３ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に

植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。 

（高さ） 

第八条 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さは、五センチメートルを標準とするものとす

る。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。 

２ 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。 

（横断歩道に接続する歩道等の部分） 

第九条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差

は二センチメートルを標準とするものとする。 

２ 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者（以下「車いす使用者」という。）

が円滑に転回できる構造とするものとする。 

（車両乗入れ部） 

第十条 第四条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第六条第二項の規定による基準を満たす部

分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。 

 

第三章 立体横断施設 

（立体横断施設） 

第十一条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高

齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設（以下「移動等円滑化された立体

横断施設」という。）を設けるものとする。 

２ 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さ

が低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜

路を設けることができる。 

３ 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の

状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。 

（エレベーター） 

第十二条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものと

する。 

一 かごの内法のり 幅は一・五メートル以上とし、内法奥行きは一・五メートル以上とすること。 

二 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円

滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられている

ものに限る。）にあっては、内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル

以上とすること。 

三 かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第一号の規定による基準に適合するエレベーターにあっ

ては九十センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては八

十センチメートル以上とすること。 

四 かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設ける
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こと。ただし、第二号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 

五 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることによ

り、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。 

六 かご内に手すりを設けること。 

七 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 

八 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 

九 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる

装置を設けること。 

十 かご内及び乗降口には、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。 

十一 かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点

字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。 

十二 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは

一・五メートル以上とすること。 

十三 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声によ

り知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかご

の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。 

（傾斜路） 

第十三条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）は、次

に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、一メートル以上とすることができる。 

二 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。 

三 横断勾配は、設けないこと。 

四 二段式の手すりを両側に設けること。 

五 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

六 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

七 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等によ

り当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。 

八 傾斜路の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。ただし、

側面が壁面である場合においては、この限りでない。 

九 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため

必要がある場合においては、さくその他これに類する工作物を設けること。 

十 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごと

に踏み幅一・五メートル以上の踊場を設けること。 

（エスカレーター） 

第十四条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするもの

とする。 

一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。 

二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。 

三 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。 

四 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容

易に識別できるものとすること。 

五 くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に

識別できるものとすること。 

六 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへ

の進入の可否を示すこと。 

七 踏み段の有効幅は、一メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合におい

ては、六十センチメートル以上とすることができる。 

（通路） 

第十五条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。 
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一 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定め

ること。 

二 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路

面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。 

三 二段式の手すりを両側に設けること。 

四 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

五 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

六 通路の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。ただし、側

面が壁面である場合においては、この限りでない。 

（階段） 

第十六条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に

定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。 

二 二段式の手すりを両側に設けること。 

三 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

四 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

五 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるも

のとすること。 

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

八 階段の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設けること。ただし、側

面が壁面である場合においては、この限りでない。 

九 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必

要がある場合においては、さくその他これに類する工作物を設けること。 

十 階段の高さが三メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。 

十一 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては一・二メートル以上とし、その他の場合にあって

は当該階段の幅員の値以上とすること。 

 

第四章 乗合自動車停留所 

（高さ） 

第十七条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、十五センチメートルを

標準とするものとする。 

（ベンチ及び上屋） 

第十八条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能

を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

 

第五章 路面電車停留場等 

（乗降場） 

第十九条 路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては二メートル以上とし、片側を使用するも

のにあっては一・五メートル以上とすること。 

二 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 

三 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走

行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。 

四 横断勾配は、一パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限りでない。 

五 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

六 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側にさくを設けること。 

七 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由
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によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（傾斜路の勾配） 

第二十条 路面電車停留所の乗降場と車道等との高低差がある場合においては、傾斜路を設けるもの

とし、その勾配は、次に定めるところによるものとする。 

一 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。 

二 横断勾配は、設けないこと。 

（歩行者の横断の用に供する軌道の部分） 

第二十一条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、でき

る限り小さくするものとする。 

 

第六章 自動車駐車場 

（障害者用駐車施設） 

第二十二条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分（以下「障害者用

駐車施設」という。）を設けるものとする。 

２ 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあっては当該駐車台数

に五十分の一を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が二百を超える場合にあっては当該駐車台数に

百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とするものとする。 

３ 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。 

一 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設け

ること。 

二 有効幅は、三・五メートル以上とすること。 

三 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

（障害者用停車施設） 

第二十三条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に

利用できる停車の用に供する部分（以下「障害者用停車施設」という。）を設けるものとする。た

だし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。 

一 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設け

ること。 

二 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メー

トル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。 

三 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

（出入口） 

第二十四条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出

入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。 

一 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者

の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、一・二メートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を一・二メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ず

る歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入

口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 

三 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

（通路） 

第二十五条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のう

ち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。 

一 有効幅員は、二メートル以上とすること。 

二 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

三 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

（エレベーター） 

第二十六条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階（障害者用駐車施設が設けられている

階に限る。）を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。た
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だし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設ける

ことができる。 

２ 前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるも

のとする。 

３ 第十二条第一号から第四号までの規定は、第一項のエレベーター（前項のエレベーターを除く。）

について準用する。 

４ 第十二条の規定は、第二項のエレベーターについて準用する。 

（傾斜路） 

第二十七条 第十三条の規定は、前条第一項の傾斜路について準用する。 

（階段） 

第二十八条 第十六条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構

造について準用する。 

（屋根） 

第二十九条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第二十五条

に規定する通路には、屋根を設けるものとする。 

（便所） 

第三十条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とする

ものとする。 

一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに便所の

構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。 

二 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

三 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さ

が三十五センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けること。 

四 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。 

２ 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、次の各号に掲げ

る基準のいずれかに適合するものとする。 

一 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障害者等の円滑

な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 

二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

第三十一条 前条第二項第一号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。 

一 第二十五条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち一以上の通路は、同条各号

に定める構造とすること。 

二 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。 

三 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設

ける場合においては、この限りでない。 

四 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること

を表示する案内標識を設けること。 

五 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。 

イ 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

六 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

２ 前条第二項第一号の便房は、次に定める構造とするものとする。 

一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 

二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであること

を表示する案内標識を設けること。 

三 腰掛便座及び手すりを設けること。 

四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 

３ 第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。 

第三十二条 前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第二項第二号から第四号ま

での規定は、第三十条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二

号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 
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第七章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等 

（案内標識） 

第三十三条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が

見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁

施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標

識を設けるものとする。 

２ 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものと

する。 

（視覚障害者誘導用ブロック） 

第三十四条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車

駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害

者誘導用ブロックを敷設するものとする。 

２ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当

該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。 

３ 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇

所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。 

（休憩施設） 

第三十五条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの

機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

（照明施設） 

第三十六条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間に

おける当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りで

ない。 

２ 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化の

ために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該

乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合におい

ては、この限りでない。 

（防雪施設） 

第三十七条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ

円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるも

のとする。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

（経過措置） 

２ 第三条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図る

ことが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩

の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転

車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。 

３ 第三条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図る

ことが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、第四条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を一・五メ

ートルまで縮小することができる。 

４ 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路

の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第四条の規

定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を一メートルまで縮小することが

できる。 
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５ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第八条の規定による基準をそのまま適

用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことがで

きる。 

６ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第十条の規定の適用につい

ては、当分の間、同条中「二メートル」とあるのは、「一メートル」とする。 

 

附 則 （平成二四年三月一日国土交通省令第一〇号）  

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 
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参考資料３ 特に配慮すべき対象者と主な特性等 

 

３－１ 特に配慮すべき対象者と主な特性 
 

・ 空港旅客施設計画時には、あらゆる利用者の利便性、安全性、快適性に配慮する必要がある。 

・ 中でも、移動や情報認知など、施設を利用する上で何らかの制約を持つ利用者に対しては、その行動特

性、身体特性などを考慮して、十分配慮する必要がある。 

・ 空港旅客施設の計画において、特に配慮すべき対象者は、高齢者、障害者など、以下に示すとおりであ

る。 

 

（１）高齢者 

 「平成 29 年版高齢社会白書」によると、1970 年には 7.1％であった高齢化率（65 歳以上の高齢者の

比率）は、2016 年には 27.3％に達しており、2036 年には 33.3％で国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上の高

齢者となると予測されている。 

 高齢者は、身体機能が全般的に低下しているため、明らかに特定の障害がある場合以外は、外見上顕

著な特徴が見られないこともある。しかし、程度は軽くても様々な障害が重複している可能性があり、

移動全般において身体的・心理的負担を感じていることが多い。 
 機能低下の内容や程度は様々であり、本人が気づいていないうちに進行していることもある。身体的

な機能低下はそれぞれの障害と関連して対応を考えることができる。例えば、耳が遠くなるということ

は聴覚障害の一部と考えることができ、白内障で視力が低下することは、視覚障害の一部ということが

できる。  
 心理面では、体力全体が低下している高齢者は、機敏な動きや、連続した歩行等に自信がなくなり（ま

た、実際に困難になり）、心理的にも気力が低下してくることがある。  

■移動上の困難さ 

・人混み、大規模な旅客施設、普段利用しない場所では不安を感じやすい。 
・若い人のように長い距離を歩いたり、素早く行動することが困難な傾向にある。 
・転倒したり、つまずきやすくなり、大きなけがにつながる可能性がある。 
・路線図、運賃表、時刻表などの小さな文字が見えにくい。 
・新しい券売機等の操作がわかりにくい。 
・階段の上り下り、車両の乗降などは、身体的負担が大きい。 
・階段の利用については、上るとき以上に下るときの身体的負担が大きく、不安に感じる。 
・トイレに頻繁に行きたくなる。 
・長時間の立位が困難であり、ベンチなどに座る必要がある。 
・屋外や空調下などでは、水分摂取が適宜行えない等から体温調整が難しい。 

等 
１）認知症 

 認知症は加齢に伴い著しく出現率が高まる疾病である。認知症の基本的な症状は単なる「もの忘れ」

ではなく、脳の萎縮や血管の病変によって起こる認知・記憶機能の障害である。認知症にはいくつかの

原因があり、アルツハイマー病や脳血管性認知症が代表的である。 

■移動上の困難さ 

・体験の全部や少し前のことを忘れたり、忘れたことの自覚を伴わない記憶機能の障害がある。 
・自分のいる場所や行き先、時間がわからなくなる見当識の障害がある。 
・徘徊行動をとり旅客施設などに迷い込む場合がある。こうした行動は制止が困難な場合が多い。 

等 

（２）肢体不自由者（車椅子を使用している場合） 

 車椅子使用者は、下肢等の切断、脳血管障害、脊髄損傷、脳性麻痺、進行性筋萎縮、リウマチ性疾患

等により下肢の機能が失われる（又は低下するなど）こと等により、障害に適した車椅子（手動車椅子、

簡易式折りたたみ式電動車椅子、電動車椅子、ハンドル形電動車椅子、（身体支持部のティルト機構や

リクライニング機構等を有する）座位変換形車椅子、バギータイプの車椅子等）を使用している。また、

一時的なけがによる車椅子の使用も考えられる。 
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①手動車椅子 

 

②簡易型折りたたみ式 
電動車椅子 

 

③電動車椅子 

 

④ハンドル形電動車椅子 

 

⑤座位変換型車椅子 

 

⑥子供用車椅子 
 （福祉バギー・バギーカー） 

 
⑦バギータイプの車椅子 周知ポスターの例 

 

①②③⑤⑥提供：日進医療器 

④提供：電動車いす安全普及協会 

⑦提供：大阪市交通局（現：大阪市高速電気軌道株式会社） 

    

 脳血管障害により車椅子を使用している人は、左右いずれかの片麻痺の状態であることが多く、片方

の手足で車椅子をコントロールしている場合がある。 
 脊髄損傷により車椅子を使用している人は、障害の状況により下半身、四肢等の麻痺が生じ、歩行が

困難又は不可能になっている。また、便意を感じない、体温調整が困難、床ずれになる等、生活上多く

の２次障害を抱えている場合が多い。床ずれを予防するため車椅子のシートにクッションを敷いている

ことが多い。 
 脳性麻痺により車椅子を使用している人は、不随意の動きをしたり、手足に硬直が生じていることが

あり、細かい作業（切符の購入等）に困難をきたす場合がある。また、言語障害を伴う場合も多くあり、

知的障害と重複している場合もある。 
 進行性筋萎縮症は進行性で筋肉が萎縮する疾患である。進行性のため、徐々に歩行が困難となり車椅

子を使用するに至る。首の座りや姿勢を維持するのが難しい場合もあり、筋肉が弱っていることから身

体に触れる介助は十分な配慮が必要となる。 
 リウマチは慢性的に進行する病気で、多くは関節を動かした時に痛みを伴う。関節が破壊されていく

ため、特に脚などの力のかかる部分は、大きな負担に耐えられなくなる。そのため、症状が重くなると

車椅子を使う場合がある。 
 なお、肢体不自由児はバギータイプの車椅子を使用する場合があるため、ベビーカーと混同しないよ

うにする必要がある。 
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■移動上の困難さ 

・車椅子使用者は、段差や坂道が移動の大きな妨げとなる。 
・移動が円滑に行えない、トイレが使用できない等の問題があることから、外出時の負担が大きい。 
・階段、段差だけでなく、極端な人混み、狭い通路、急なスロープ、長い距離のスロープ、通路の傾

斜などの通過も困難となる。 
・券売機の設置位置が高かったり、車椅子のフットサポートが入るスペースが十分でないなど券売機

での切符の購入が困難な場合がある。 
・頭の位置が低いために人混みでは周囲の人のバッグなどが顔にあたることがある。 
・視点が常に低い位置にあり、高い位置にあるものが見えにくかったり、手が届かないことがある。 
・上肢に障害がある場合、手腕による巧緻な操作や作業が難しく、エレベーターやトイレ、券売機等

の操作ボタン等の操作が困難な場合がある。 
・車椅子（手動車椅子、簡易式折りたたみ式電動車椅子、電動車椅子、ハンドル形電動車椅子、座位

変換形車椅子等）が安定的に位置取りかつ動作できるスペースが必要なことがある。  等 
 
（３）肢体不自由者（車椅子使用以外） 

 杖歩行の場合、スロープでは滑りやすく、また、膝上からの義肢を装着している場合には、膝がない

ため下肢をまっすぐに踏ん張ることができず、勾配により歩くことが困難となる。加えて、車内では直

立時の安定性が低く転倒の危険性があるため、多くの場合、座席が必要となる。 
 杖歩行以外でも、障害の部位や程度は様々で、その部位によって歩行機能のレベルや求められるニー

ズが異なる。 

■移動上の困難さ 

・階段、段差だけでなく、極端な人混み、狭い通路、スロープ、通路の傾斜などの通過も困難となる。 
・肢体不自由のため杖歩行をしている人は、短距離の移動でも疲労を感じる。ベンチなど休憩する場

所を必要とする。 
・松葉杖などを使用している人は、両手がふさがるため、切符の購入や料金の支払いが困難になる場

合がある。 
等 

 
（４）内部障害者 

 「平成 23 年生活のしづらさなどに関する調査結果（厚生労働省）」によると、内部障害者は約 93 万

3 百人で、身体障害者 386 万 4 千人（知的障害、精神障害を除く）のうち全体の 24.1％を占めている。 

 内部障害は、普段、外見上わかりにくい障害である。全体の半数以上が 1 級の障害で、心臓疾患がも

っとも多く、ついで腎臓疾患である。他の障害に比べ年々増加しているのが大きな特徴である。  

１）心臓機能障害  

 不整脈、狭心症、心筋症等のために心臓機能が低下した障害で、ペースメーカー等を使用している

人がいる。  
２）呼吸器機能障害  

 呼吸器系の病気により呼吸機能が低下した障害で、酸素ボンベを携行したり、人工呼吸器（ベンチ

レーター）を使用している人がいる。  
３）腎臓機能障害  

 腎機能が低下した障害で、定期的な人工透析に通院している人がいる。  
４）膀胱・直腸機能障害  

 膀胱疾患や腸管の通過障害で、腹壁に新たな排泄口（ストーマ）を造設している人がいる。オスト

メイト（人工肛門や人口膀胱を持つ人）は、トイレの中に補装具（パウチ＝排泄物を溜めておく袋）

を洗浄できる水洗装置、温水設備等を必要とする。  
５）小腸機能障害  

 小腸の機能が損なわれた障害で、食事を通じた栄養維持が困難なため、定期的に静脈から輸液の補

給を受けている人がいる。 
６）ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫機能障害  

 HIV によって免疫機能が低下した障害で、抗ウィルス剤を服薬している。  
 上記の内部障害の他にも膠原病や、パーキンソン病、ペーチェット病等の難病も、病気の進行によっ

て、平衡を維持できない場合がある等、日常生活に著しく制約を受ける。 



資料-106 
 

■移動上の困難さ 

・長時間の立位が困難な場合がある。 
・心肺機能の低下等により長い距離を連続して歩くことや階段の昇降が困難な場合がある。 
・携帯電話等の電波によるペースメーカーへの影響が懸念される。 
・障害の部位により、空気の汚染されている場所に近づけないことや、酸素ボンベの携行が必要な場

合がある。 
・膀胱・直腸等の機能障害による排泄の問題がある。 
・オストメイトの人のパウチ洗浄設備など、トイレに特別の設備を必要とする場合がある。 

等 
 
（５）視覚障害者（全盲・ロービジョン・色覚異常） 

 「平成 23 年生活のしづらさなどに関する調査結果（厚生労働省）」によると、視覚障害者は約 31 万

6 千人、身体障害者（知的障害、精神障害を除く）全体の 8.2％を占めている。疾病等により後天的に障

害となった人が 80%と圧倒的に多く、年齢が高くなるほど増加している。 
 また、色覚異常の人は、日本人の男性の 20 人に 1 人、女性は 500 人に 1 人の割合で、全国で約 320
万人程度いると言われている。 

 視覚障害者には、主として音声・音響による情報案内が必要となる。たとえば、経路の案内、施設設

備の案内、運航情報等である。また、他の交通機関や駐車場から搭乗までの適切な誘導による安全確保

等、移動の安全を確保することが重要となる。 

 視覚障害者は、まったく見えない全盲の人だけでなく、光を感じたり物の輪郭等を判断でき、視覚障

害者誘導用ブロックや壁面・床面のラインと背景色の色の明度、色相又は彩度の差（輝度コントラスト）

を目印に外出できるようなロービジョン（弱視とも呼ばれる）と言われる人も少なくない。全盲は視覚

に障害のある方の 2 割程度といわれ、その他はロービジョンとなる。ロービジョンは周囲の明るさや対

象物の輝度コントラスト等の状況によって、同じ物でも見え方が異なる場合がある。 
 ほかに、視野の一部に欠損があり、周囲の情報を十分に視覚的に捉えることができない障害や視力低

下、ぼやけて見えにくい、視野狭窄により見えにくい、視野の中心の暗点により見えにくい、明暗の順

応に時間がかかる、まぶしく感じて見えにくい等、様々な障害がある。 
 色覚異常の人は、明度や彩度の似た色の判別が困難となる。また、加齢により色覚機能が低下する人

もいることから、今後、高齢化の進展により何らかの色覚異常を有する人が増えるものと見込まれる。 

色覚異常の人は、一見異なった色でも同じ明度や彩度の場合見分けることが困難となることがある。例

えば、「赤と緑とグレー」、「オレンジと黄緑」は明度が同じであるため、区別することが困難となる

場合がある。 逆に、「緑と青緑」の 2 色は見分けることができる場合がある。このため、旅客施設に

おける案内表示等について、色覚異常の人に対する配慮が必要となる。 
 視覚障害者が、公共交通機関を利用して外出する時は、目的地への道順、目標物等を事前に学習して

から出かけることが一般的である。しかし、時間帯や日によって屋外空間の状況は変化することから、

天候、人の流れ、不意な工事の実施等、いつもと違う環境に遭遇することも少なくない。また、十分な

情報が得られないまま急に初めての場所に出かける必要に迫られることもある。単独歩行に慣れている

視覚障害者でも、こうした状況の変化や情報不足の状態では緊張を強いられ、ともすれば思わぬ危険に

遭遇することもある。例えば、コンコースに出店している売店の通路にはみ出した商品や看板等に視覚

障害者がぶつかる恐れがあるため、周囲の配慮が必要となる。 

■移動上の困難さ 

・経路の案内、施設設備の案内、運航情報等、主として音声・音響による情報案内が必要である。 
・視覚障害者は非日常空間であり、搭乗までのプロセスが複雑な空港の移動に不安を感じている。 
・ロービジョン者は、色の明度、色相又は彩度の差（輝度コントラスト）がないと階段のステップや

サイン表示などが認識できない場合がある。また、サインは遠方からでも確認できる大きさにする

とともに、はっきりと見える大きさの文字表示とし、近づいて読めることが必要である。 
・色覚異常の人は、案内図や誘導サイン、位置サインの表示などにおいて、明度や彩度の似た色など、

色の組み合わせによりその識別が困難になる場合がある。 

等 
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（６）聴覚・言語障害者 

 「平成 23 年生活のしづらさなどに関する調査結果（厚生労働省）」によると、聴覚・言語障害者は

約 32 万 4 千人、身体障害者（知的障害、精神障害を除く）全体の 8.4％を占めている。 
 聴覚・言語障害者は、コミュニケーションをとる段階になって、初めてその障害に気がつくことが多

く、普段は見かけ上わかりにくい。聴覚の障害も個人差が大きく、障害の程度が異なる。特に乳幼児期

に失聴するなど、その時期によっては言葉の習得が困難になるため、コミュニケーションが十分に行え

ない場合もある。聞こえるレベルにより、補聴器でも会話が可能な人もいるが、周囲の雑音の状況、補

聴器の具合、複数の人と会話する時等、うまく聞き取れないこともある。また、重度の聴覚障害の場合

には補聴器をつけても人の声を聞き取ることができない場合がある。聞こえないことにより、言葉をう

まく発音できない障害を伴うことがある。また、聴覚障害という認識がなくても、高齢になり耳が聞こ

えにくくなっている場合もある。  
 聴覚障害者は、公共交通機関を利用するときに、駅の案内放送、発車ベル、車内放送等が聞こえず困

難を感じている。電光掲示装置や何らかの視覚的な表示機器を必要としている。アナウンスが聞き取れ

ない、車内に電光掲示装置がない等の状況では、外を見たり、駅名、停留所名表示に常に注意しなけれ

ばならない。列車の接近音、発車合図が聞こえないことにより、列車に接触しそうになったり、ドアに

挟まれそうになったり、危険な思いをすることが少なくない。  
 聴覚・言語障害者にとって、窓口や案内時におけるコミュニケーションの取り方を習得した職員によ

る、短く簡潔な文章による筆談、できれば簡単な手話等での対応が望まれる。  

■移動上の困難さ 

・旅客施設内、ホーム、車内での案内放送が聞こえない場合がある。 
・ホーム等では列車の接近や発車合図に気がつかない場合がある。 
・事故や故障で停止・運休している時の情報が音声放送だけではすぐに得られない。 
・駅の案内放送、発車ベル、車内放送等が聞こえず困難を感じることがある。 
・可変式情報表示装置や何らかの視覚的な表示機器がない駅や車内では不便を感じる。 
・外見で判断することが難しく、周囲が気づきにくいため障害を理解されないことがある。 
・聴こえるレベルにより、周囲の雑音の状況、補聴器の具合、複数の人と会話する時等、うまく聞き

取れないことある。 
・カウンター窓口越しの対応などで相手の表情が見えないとコミュニケーションが取りにくいことが

ある。 
等 

 

（７）知的障害者 

 「平成 30 年版障害者白書」によると、わが国の知的障害・者数は 108.2 万人であり、年々増加の傾

向にある。そのうち在宅生活者数は 96.2 万人、施設入所者数は 12 万人である。 

 知的障害とは、概ね 18 歳頃までの発達期に脳に何らかの障害が生じたために、「考えたり、理解し

たり、感情をコントロールしたり、話したり」する等の知的な能力やコミュニケーションに障害が生じ、

社会生活への適応能力が同年齢の子供と比べて低いなどの課題を持つ障害である。主な原因として、ダ

ウン症候群など染色体異常によるもの、脳性マヒやてんかんなどの脳の障害がある。また、発達障害を

併せもつことが少なくない。 
 知的障害者は都道府県等より療育手帳（知的障害者福祉手帳）が交付されている。 

１）ダウン症 

 ダウン症は染色体異常を伴う障害である。身体的な特性としては、成長に少し時間がかかるため、出

生時から体重、身長とも平均より少なくその後も同年齢の平均に比べ小さい等の特徴がある。  

■移動上の困難さ 

・搭乗口の搭乗券チェック、保安検査場での搭乗券チェック、手荷物の提示や受取、金属探知機通過

など、操作を伴いながら移動する場面で手間取り、人の流れをせき止めてしまうことがある。 
・足元の変化するところ、段差のあるところ、不安定なところなど、立ち止まったり、時間を要した

りなど、スムーズに移動できない人もいる。 
・緊急時に、指示に従って速やかに行動することが難しい人が多い。 
・家族や支援者などとはぐれてしまった時に、自分の状況を伝えられない場合がある。 
・稀に、大きな声を出す、急にしゃがみ込む、ぴょんぴょん飛び跳ねるなど、周囲のお客様がとまど

うような行動をする人もいる。 
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■傾向 

・利用上のルールや常識が理解できにくいことがある。 
・一度にたくさんのことを言われると混乱することがある。  
・困ったことが起きても、自分から人に助けを求めることができない人もいる。 
・コミュニケーションに際しては、ゆっくり、ていねいに、わかりやすく説明することが必要となる。 

等 
 
（８）精神障害者 

 「平成 29 年版障害者白書」によると、わが国の精神障害者は 392 万 4 千人であり、年々増加の傾向

にある。在宅生活をしている精神障害者は 267 万 5 千人、施設に入所している精神障害者は 392 万 4 千

人である。 

１）統合失調症  

 約 1％の発病率で身近な病気である。日本では約 67 万人が治療を受け、20 万人以上が入院生活を送

っている。  
 不眠やあせりの気持ちがひどくなり、つらい気持ちになるが、治療を受け十分な休養とって規則正し

い生活のリズムを作ると、回復へ向かう。  
２）うつ病 

 うつ病は、ストレスにさらされれば誰でもなる可能性がある。大きな悲しみ、失敗等が原因で、食欲

の低下や不眠を招くことがあるが、うつ病はこれが重症化し、そのまま治らなくなったり、治りにくく

なった状態である。 まれに高揚状態（そう）があらわれる人もいる。 
３）てんかん 

 脳内に正常よりも強い電気的変化が突発的に生ずることにより、意識障害やけいれんの発作が起きる

病気で、規則的に服薬を続けると大部分は発作を防げるようになる。また、手術で根治する場合もある。

一部に発作をコントロールできず、発作が繰り返されることがあるが、発作は通常 2～3 分でおさまる。

まれに発作が強くなったり、弱くなったりしながら長時間つづく「発作重積」と呼ばれる状態がある。  

■傾向 
・ひとりで外出する時や、新しいことを経験するときは、緊張し、不安を感じやすい。 
・腹痛や吐き気を催すときがあるので、トイレの近くに座るようにしている人や、喫煙によりストレ

スの解消を図ろうとする人がいる。 
・関係念慮（本来自分とは関係のないことを自分に関係づけて考えたり感じたりする。）が強く外出

することが困難な人もいる。 
・のどの渇き、服薬のため水飲み場を必要とする人もいる。 

等 
 

（９）発達障害者 

改正発達障害者支援法において、発達障害者とは「発達障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害）

がある者であって、発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの」と定

義されている。 

１）自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害 

自閉症は、「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パタ

ーン化した行動、こだわり」などの特徴をもつ障害。最近では、自閉症スペクトラムと呼ばれることも

ある。アスペルガー症候群は広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプで、「コミュニケーショ

ンの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、興味・関心のかたより」がある。自閉

症のように、幼児期に言葉の発達の遅れがないため、障害があることが分かりにくいが、成長とともに

不器用さがはっきりすることが特徴。自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット症候群、小児期崩壊

性障害、特定不能の広汎性発達障害を含む。 

２）注意欠陥多動性障害（AD／HD） 

注意欠陥多動性障害（AD/HD：Attention-Deficit／Hyperactivity Disorder）は、「集中できない（不

注意）」「じっとしていられない（多動・多弁）」「考えるよりも先に動く（衝動的な行動）」などを
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特徴とし、適切に注意や関心を持続することが困難、外からの刺激に衝動的に反応しやすい、自分の感

情や行動をうまくコントロールできないといった行動がみられる。 

３）学習障害（ＬＤ） 

学習障害（LD：Learning Disorders または Learning Disabilities）とは、全般的な知的発達に遅

れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったり

することに著しい困難を示すさまざまな状態をいう。 

４）トゥレット症候群 

トゥレット症候群（TS：Tourette's Syndrome）は、多種類の運動チック（突然に起こる素早い運動

の繰り返し）と1つ以上の音声チック（運動チックと同様の特徴を持つ発声）が1年以上にわたり続く

重症なチック障害で、このような運動や発声を、本人はそうするつもりがないのに行ってしまうのが

特徴。 
５）吃音 

吃音（Stuttering）とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に

「どもる」と言われる話し方の障害。幼児・児童期に出始めるタイプ（発達性吃音）がほとんどで、大

半は自然に症状が消失したり軽くなったりする。しかし、青年・成人期まで持続したり、青年期から目

立つようになる人や、自分の名前が言えなかったり、電話で話せなくて悩む人もいる。 

■移動上の困難さ 

・外見で判断することが難しく、周囲が気づきにくいため障害を理解されないことがある。 

・利用上のルールや常識が理解できにくいことがある。 

・大声をだしたり騒いだりする人もいる。 

・環境の変化を理解し対応することが困難なので、ごくわずかな変化にも対応できないことがあり、例え

ば行き先の変更や時間の遅れがあった場合に困惑する。 

・場面にあった会話や行動ができず、周囲から浮いてしまうことがある。 

・気持ちをうまく伝えられないために、コミュニケーションがとれないことがある。 

・流れる文字や情報表示の転換が早いときには情報取得が困難となる。 

・匂い、光、音、温度等に対して感覚過敏や感覚鈍麻がある場合がある。 

・聴いても理解できなかったり、時刻表が読めない人もいる。 

・「不注意」「多動性」「衝動性」の行動特徴があり、車内で座席にずっと座っていることができない人

もいる。 

■困りごとが生じる具体的な状況と求められる対応 

①情報提供方法の配慮事項 

・案内表示などが連続して提示されていないと迷ってしまうことがある。また、サインが複雑に感じられ

ると混乱し、理解しづらい人がいる。例えば、文字や音声など異なる方法で情報が提示され、それらが

重なり合っている場合、それぞれの表記や表現の仕方が一致しない場合に、どちらが正しいか判断に迷

い混乱してしまう人がいる。 

・案内文が長い、表現の一部が省略されている、LED を用いて文字をスクロールさせているなどの場合に

は、情報を適切に把握できない人がいる。 

・一方で、情報を得るために用いる方法には個人差があり、情報提供の方法が限られていると、適切に情

報を得られない人がいる。 

・電車の遅延などで通常と異なる状況の時には何が起きたか把握できず、どのような行動をとるべきかわ

からずに混乱してしまう人がいる。 

【対応として】 

・サインが発見しやすいように表示の内容や設置する間隔を適切なものとすること、職員の配置を工夫す

ること等により、移動の連続性を確保する。 

・人により情報を得るための方法が異なるため、複数の方法で簡潔な情報を提供する。 

・必要な情報が確実に伝わるようにするためには、簡潔な情報を繰り返し提供することが有効である。ま

た、同じ情報を伝える場合に、文字と音声で表記・表現が異なると理解しにくいため、提供する情報の
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表現は一致させることが望ましい。 

 

②錯覚を生じさせやすいデザインや誤解につながるデザインを回避する配慮事項 

・通路の床面の色やデザインによっては錯覚（段や溝に見える）を起こして、不安を感じるため、その場

で立ち止まってしまう人がいる。 

【対応として】 

・色や模様の採用に当たり、錯覚を生じないか確認する。 

 

③音・光環境の配慮事項 

・音量や提示速度の異なる音声案内が重なる、高い輝度や多彩な色で画像や動画を表示する商業広告は、

耳や目から一度に入る情報量が過多となりストレスを感じる人がいる。 

【対応として】 

・音の重なりや反響を考慮した機器の選択や配置、それらを軽減する素材を建築材に使用することを検討

する。 

・目から入る刺激が混乱の原因とならないように、照明や広告表示の輝度や配置に配慮する。 

 

④カームダウン（クールダウン）の配慮事項 

・発達障害者は、周囲から理解されにくく、注意・叱責を受けることがある。本人が状況を理解できない

まま、反復して注意されると興奮してしまうことがある。この場合、しばらく時間をおき、気持ちが落

ち着いてから、「どうしたのか？」と尋ねることで、冷静に自分の行動を振り返ることができる。この

対応をカームダウン（クールダウン）という。 
・旅客施設の利用時は、様々な視覚情報、音声情報及び騒音・雑音などが重なることで感覚に対する反応

が過敏となること、天候の影響や事故の影響による電車の遅延など不測の事態が生じた場合等にパニッ

クになることがある。そのような場合においてもカームダウン（クールダウン）の対応が有効となる。 

【対応として】 

・カームダウン（クールダウン）のスペースを用意することが効果的な場合がある。駅事務室等の活用の

他、パーティション等で視線を遮れるような空間があるだけでも有効な場合がある。 

 

（１０）高次脳機能障害 

交通事故や病気等により脳に損傷を受け、その後遺症等として記憶、注意、社会的行動といった認知

機能（高次脳機能）が低下した状態を高次脳機能障害という。高次脳機能障害は日常生活の中で現れ、

外見からは障害があると分かりにくく、「見えない障害」や「隠れた障害」などと言われている。（出

典：障害者白書より） 

■移動上の困難さ 

・注意障害や身体失認等による狭いホームの移動時に転落の危険がある。 

・降りる駅に気づけずに乗り過ごしてしまう。 

・乗り過ごしたことに気づいても対処することが難しい。 

・停車している駅がどこだか分からない。 

・必要な表示や案内を見つけられない。探すのに時間がかかる。 

・案内表示を見ても理解できないことがある。 

・緊急時のアナウンス等を理解することが困難な場合があり、状況が把握できずに混乱する。 等 

（国リハヒアリングの内容より） 

■困りごとが生じる具体的な状況と求められる対応 

①ホーム上での配慮事項 

・半側空間無視、注意障害の症状がある場合、プラットホームを移動する際に転落や人・ものにぶつかる

危険や人ごみの合間を縫って歩くことが難しいことによる転倒の危険がある。 

【対応として】 

・ホームドアや柵の整備が有効である。 
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②情報提供の配慮事項 

・サインそのものを見つけることの難しい人がいる。また、注意障害、半側空間無視、失語、失認等の症

状によりサインを見つけたあとに内容を読み取ることの難しさがある。例えば、失語では、言語（文字

言語・音声言語）が苦手な人が多く、失認では、図（路線図、矢印や絵文字等）が苦手な人が多い。 

・電車の遅延などで通常と異なる状況の時には何が起きたか把握できなかったり、どのようにすればよい

かわからなかったりして混乱してしまう人がでることがある。 

【対応として】 

・注意障害、半側空間無視、失語、失認の症状がある場合、サインを統一的なデザインとすること、見つ

けやすい配置とすることが重要である。また、遂行機能障害の症状がある場合、見通しを立てることが

難しいことが多いため、目的地までの距離の併記は有効である。 

・必要な情報が確実に伝わるようにするためには、簡潔に要点をまとめ、繰り返し情報を提供する方法が

有効である。また、情報の内容が同じ場合でも文字と音声で表記・表現が異なると把握が難しくなる人

がいるため、提供する情報の表現は一致させる。 

等 
 

（１１）妊娠中・乳幼児連れ（ベビーカー使用者など）の人 

 妊娠中の人やベビーカーを使用している人、子どもを抱いている人は、円滑な移動のためには、さま

ざまな配慮が必要となる。  
 特に、妊娠初期の人は、赤ちゃんの成長やお母さんの健康を維持するための大切な時期であるものの、

外見からはわかりにくいため特段の配慮が必要となる。また、他の人に迷惑をかけてしまうことを恐れ

たり、公共交通機関の利用を躊躇してしまうといった心理的なバリアが存在している場合がある。 

■移動上の困難さ 

・妊娠初期は外見からはわかりにくいため、体調が優れない場合でも優先座席の利用がしにくい。 
・長時間立っているのが困難な場合がある。 
・長い距離を連続して歩くことや階段の昇降が困難な場合がある。 
・妊娠中でお腹が大きくなった人は足元が見えにくくなるため、階段を下りることが非常に困難とな

る。 
・人ごみの中で移動しにくい。 
・ベビーカーを畳んで子どもを抱えなくては行けない場合、特にバランスを崩しやすく危険である。 
・ベビーカーや大きな荷物を持っている場合、また子どもが不意な行動をとる場合などに他の人の迷

惑になったり、危険な場合があるため、公共交通機関の利用に心理的なバリアを感じている。 
等 

（１２）外国人 

 日本語による情報を理解することが困難である。日本語によるコミュニケーションが困難である。日

本政府観光庁より、2018 年 1 月の訪日外客数は 250 万 1 千人であり、2020 年の東京オリンピック・パ

ラリピックも考慮すると更なる増客が見込まれる。英語表記やその他の外国語による表記、言語の違い

によらない図記号（ピクトグラム）や数字・アルファベットなどを用いた表示が有効である。 
 
（１３）一時的な怪我をした人や大きな荷物を持った人 

 海外旅行用トランクやカートなどの大きな荷物を持ったまま、あるいは怪我をして公共交通機関を利

用する場合に、階段や段差の移動、長距離の移動が困難となることがある。 
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（１４）病気の人 

病気の人は、病気の種類や状況によって身体機能が全般的に低下し、階段や段差の移動、長距離の移

動が困難となることがある。また、移動中において服薬や注射などを必要とする場合がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（高齢者・障害者等の主な特性を記載するにあたって参考とした主な文献） 
・内閣府編「平成 29 年版 障害者白書」、2017 年 
・内閣府編「平成 29 年版 高齢社会白書」、2017 年 
・シルバーサービス振興会編「ケア輸送サービス従事者研修用テキスト 平成 17 年 7 月改訂」中央法規

出版、2005 年 
・国土交通省「ゆっくり「ゆっくり」「ていねいに」「くりかえし」 －知的障害、精神障害のあるお客

様への応対－」、2004 年 
・全国視覚障害者情報提供施設協議会編「視覚障害者介護技術シリーズ 3 初めてのガイド」、1999 年 
・直居鉄監修「新版 視覚障害者の介護技術 －介護福祉士のために－」YNT 企画、1999 年 
・大倉元宏編著、村上琢磨「目の不自由な方にあなたの腕を貸してください －オリエンテーションとモ

ビリティの理解－」財団法人労働科学研究所、2000 年 
・E＆C プロジェクト編「“音”を見たことありますか？」小学館、1996 年 
・厚生省大臣官房傷害保険福祉部企画課監修「障害者ケアマネジャー養成テキスト 身体障害編」中央法

規出版、1999 年 
・山縣文治、柏女霊峰編集委員代表「社会福祉用語辞典 第 6 版 －福祉新時代の新しいスタンダード」

ミネルヴァ書房、2007 年 
・『21 世紀のろう者像』編集委員会編「21 世紀のろう者像」財団法人全日本ろうあ連盟出版局、2005 年 
・介護予防に関するテキスト等調査研究委員会編、厚生労働省老健局計画課監修、「介護予防研修テキス

ト」株式会社社会保険研究所、2001年

（参考）上記の「高齢者・障害者の主な特性」を参照のうえ、個々の障害に対応したニーズを的確に把

握し、障害の特性に応じた適切な対応が求められる。一方で WHO（世界保健機関）では、ICF（国際

機能分類）という考え方が採択されている。これは、人間の生活機能と障害について「心身機能・身体

構造」「活動」「参加」の３つの次元及び影響を及ぼす「環境因子」等の因子で構成されるもので、例

えばバリアフリー整備による環境評価も含めた機能分類を行うことができる。今後の新たなバリアフリ

ー化のための技術開発など、障害の理解並びにバリアフリー促進の視点から、ICF の適切な活用方策の

検討が望まれる。 
（詳しくは厚生労働省資料等を参照されたい） 



資料-113 
 

３－２ 対象者の現状 
 

 

１）高齢者（65歳以上） 

・ 平成27年国勢調査によると、全国の65歳以上人口は約3,347万人で、総人口の26.6％を占めている。今

後、人口の高齢化は急速に進み、国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成29年7月・中位推計）に

よると、2015年には26.6％、2030年には33.3％、そして2065年には38.4％と、人口の約４割は高齢者と

なることが予測されている。 

・ 人間は、青年期を過ぎると、加齢に伴い様々な身体機能が徐々に低下していくが、高齢になると機能 低

下が顕在化し始めることが多い。 

・加齢に伴う身体機能低下の例としては、 

○ 視力の低下（小さい文字が見えない、遠くが見えない、特定の色相間の区別がしづらい、動体視力の

低下、視野が狭くなるなど） 

○ 聴力の低下（小さい音が聞こえない、高い周波数の音が聞こえない、内容を聞き取りにくいなど） 

○ 力の低下（握力の低下、押したり引いたりする力の低下、噛む力の低下など） 

○ 移動能力の低下（つまずきやすい、歩行速度が遅い、立ち座りや階段の昇降がつらい、すばやい反応

ができない、腰をかがめての作業がつらい、長時間立っていられないなど） 

○ その他（記憶力の低下、集中力やすばやい判断力の低下、新しいものや知らないものに対する恐怖心

など） 

などがあげられ、またこれらの機能低下が個人差をもって、複合的かつゆるやかな時間経過とともに進

むのが特徴である。 

 

表 65歳以上人口の推移（各年10月1日現在） 

 
平成17年 

（2005年） 

平成22年 

（2010年） 

平成27年 

（2015年） 

平成32年 

（2020年） 

平成37年 

（2025年） 

平成42年 

（2030年） 

平成47年 

（2035年） 

人口 2,567 万人 2,924 万人 3,346 万人 3,619 万人 3,771 万人 3,716 万人 3,781 万人 

割合 20.1％ 23.1％ 26.6％ 28.9％ 30.0％ 31.2％ 32.8％ 

出典：平成17年～平成27年は国勢調査。平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所 

（平成29年7月推計（中位推計））より 

 
 
 
 

図　加齢と身体機能の低下（生理機能の年齢的変化）

出典：アダムッセン(小川新吉、年齢と体力、労働の

科学25巻1号、1970）
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表 主要国の65歳以上人口割合の推移 

国名 1960 1980 2000 2020 2040 

日本 5.7% 9.1% 17.4% 28.9% 35.3% 

アメリカ 9.2% 11.2% 12.3% 15.8% 20.5% 

イギリス 11.7% 15.1% 15.8% 18.9% 23.7% 

ドイツ 11.5% 15.6% 16.4% 22.4% 30.3% 

フランス 11.6% 14.0% 16.3% 20.2% 25.3% 

スウェーデン 12.0% 16.3% 17.2% 21.1% 24.2% 

資料：日本の2000年までは国勢調査。2020年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推

計・中位推計値（平成29年7月推計）」 

諸外国は、U.N."WORLD POPULATION PROSPECTS:2006" 

出典：日本は国立社会保障・人口問題研究所ホームページ、諸外国はU.N."WORLD POPULATION 

PROSPECTS:2006" 

 

２）身体障害者 

・ 厚生労働省の調査によると、平成29年の身体障害児・者数は約392万人で、在宅者が約386万人、施設入

所者が約6万人となっている。障害者手帳保持者について障害の種類別に見ると、視覚障害が約31万人、

聴覚・言語障害が約34万人、肢体不自由が約193万人、内部障害が約124万人となっている。 

表 身体障害児・者数 

項目 総数 在宅者数 施設入所者数 

身体障害児（18歳未満）*1 7.6万人 7.3 万人 0.3 万人 

身体障害者（18歳以上）*2 382.1万人 376.6 万人 5.5 万人 
年齢不詳 2.5万人 2.5 万人 － 

合計 392.2万人 386.4 万人 5.8 万人 

出典：平成29年版 厚生労働白書 

＊1 在宅者：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成23年） 

   施設入所者：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成24年）等 

＊2 在宅者：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成23年） 

   施設入所者：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成24年）等 

 

表 身体障害者手帳所持者数、身体障害の種類別（平成28年） 

 項目 総数 視覚障害 
聴覚・ 

言語障害 
肢体不自由 内部障害 

（再掲） 

重複障害 

身体障害児 7.8 万人 0.5 万人 0.6 万人 4.2 万人 1.5 万人 2.9 万人 

身体障害者 411.6 万人 30.3 万人 32.5 万人 185.2 万人 119.6 万人 71.6 万人 

合計 428.7 万人 31.3 万人 34.0 万人 193.1 万人 124.0 万人 76.0 万人 

注）四捨五入のため合計が合わない場合がある  

出典：厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」（平成30年） 
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３）知的障害者 

・ 平成28年の厚生労働省の調査によると、在宅の療育手帳所持者数は96.2万人となっている。 

 

表 療育手帳所持者数、知的障害の程度別 

障害の程度 重度 その他 不詳 合計 

18歳未満 8.3 万人 16.6 万人 0.8 万人 25.7 万人 

18歳以上 28.3 万人 37.9 万人 2.4 万人 68.6 万人 

不詳 0.6 万人 1.0 万人 0.1 万人 1.8 万人 

合計 37.3 万人 55.5 万人 3.4 万人 96.2 万人 

出典：厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」（平成30年） 

 

４）外国人 

・ 法務省統計資料によると、平成 29 年の外国人入国者数は約 2,742 万人で平成 23 年以降過去最高を更新

し続けている。この増加は，政府を挙げて取り組んでいる外国人観光客の招致キャンペーンや，一昨年

３月からの韓国及び中国（台湾）の査証免除措置，及び，中国に対する査証発給条件の緩和の効果が，

新規入国者の増加に反映されており，これらの国・地域を中心としたアジアからの旅行者増加が全体の

伸びにつながっていると考えられる。 
 

表 外国人の入国者数の推移（正規入国者） 

年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

入国者数 1,126 万人 1,415 万人 1,969 万人 2,322万人 2,743 万人 

出典：法務省統計資料 平成 29 年 

 

表 入国者の国籍（平成29年正規入国者） 

国籍 韓国 中国 
中国 

（台湾） 

中国 

（香港） 
アメリカ タイ 

オースト

ラリア 

入国者数 695 万人 484 万人 423 万人 211 万人 130 万人 97 万 47 万人 

出典：法務省統計資料 平成29年 
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３－３ 車椅子の種別と概要 

 

1.自走用標準型車椅子 

 

スポーツ型
　低重心で機動性に富む。

　持つ部分がない（少ない）。

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

 1.ハンドグリップ：介護者用握り
 2.バックサポート：背もたれ
 3.大車輪（後輪）
 4.ハンドリム：車輪を回すハンドル
 5.ブレーキ（両側）
 6.ティッピングレバー：介護者がキ
　 ャスター上げするときに足で踏込
　 んで使用
 7.キャスター
 8.フットサポート：足を乗せる部分
 9.レッグサポート：足が後ろに落ち
　 ないように支える
10.シート：クッションを乗せて使う
　 ことが多い
11.スカートガード（がわあて）
 ：衣服が外に出ないようにする
12.アームサポート（ひじ掛け）
 ：取り外しできるものがある

重量はおよそ15kg前後。新素材で軽量化が進ん
でいる。スポーツタイプはおよそ10kg程度。

  
車椅子は下肢や体幹などに障害があるか、高齢で長い時間歩いて移動できない人のための移動用補助用具

で、座位を保つための"椅子"部分と、移動するための"車輪"が基本的な構成要素である。 

 

自走式車椅子は、一般的には後輪の外側についてハンドリムと呼ばれる輪を押して進むタイプのものであ

る。坂を登るときなど本人の力では難しい場合もあり、椅子の背の後ろに介助者用のグリップがついてい

る場合が多いが、ブレーキなどは、本人が操作することを前提とした位置（後輪前方）についている。Ｊ

ＩＳ標準型の場合、前輪はキャスター、後輪の径は18インチ（約46cm）以上である。 

 

広い意味でこの範疇に入る車椅子は、様々なものがあり、片手の操作で進めるもの、足で地面を蹴って進

むものなど障害のタイプに合わせた製品が開発されている。 
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2.普通型電動車椅子 

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12
 1.ハンドグリップ：介護者用握り
 2.バックサポート：背もたれ
　（ヘッドサポート付きもあり）
 3.クラッチレバー：電動、手動の切替
　 を行う
 4.駆動輪（後輪）
 5.バッテリー
 6.自在輪（前輪）
 7.フットサポート：足を乗せる部分
 8.レッグパイプ
 9.レッグサポート：足が後ろに落ち
　 ないように支える
10.シート：クッションを乗せて使う
　 ことが多い
11.操作制御ボックス
12.アームサポート（ひじ掛け）
 ：取り外しできるものがある

リクライニング型
　リクライニング時の全長が長い。　
　姿勢を変える必要のある人が使う。

ハンドル型
　専ら屋外専用。
　電動三輪車（四輪車）と呼ばれる。

チンコントロール型
　あごを利用して操作する。

屋外ではおよそ6km/hの速度で走行可能。
重量はおよそ40kg～60kg（バッテリー含む）。
車輪にモーターを組み込んだ軽量タイプも普及
している。

 
 

電動車椅子は、車輪を電動モーターで駆動する車椅子で、上肢に力のない人でも、ジョイスティックなど

のコントロール部を操作できれば使用することができる。四肢に障害を持った人以外にも、自走式車椅子

では長時間移動できない高齢者の移動用具としても利用され、近年では、さまざまな機能を備えたものが

開発されている。 

バーハンドルを操舵する製品は、電動三輪車・四輪車と呼ばれることが多く、専ら屋外を走行する目的の

製品である。道路交通法上は（電動車椅子に乗った）歩行者とみなされ、運転免許は不要である。但し、

最高速度は時速６Km以下に制限されている。座席の下にバッテリーを積んでいるため相当の重量がある。 

 

なお、電動車椅子の重量は80キロを越すものもあり、段差などを越えるために持ち上げるのは無理なこと

もある。 
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3.介助用標準型車椅子 

 

車輪が小さい。介助者による
ブレーキ操作が可能。

 
 

介助用車椅子は、移動に必要な操作を介助者が行うことを前提とした車椅子で、ＪＩＳ規格では、前輪が

キャスターで後輪のハンドリムはついていないものを指す。製品によっては、後輪の径が小さく本人の手

が届かないものもある。ブレーキの位置も、介助者が使う前提で後輪の後方についているものが多い。ハ

ンドグリップに自転車のブレーキのような補助ブレーキをつけ坂を下るときの制動を容易にした製品もあ

る。自走式の車椅子のグリップに補助ブレーキをつけて介助用として使う場合もある。 

 

なお空港に特化したものとして、航空機内への乗込用車椅子がある。これは、左右の主輪の幅を縮める（自

走式の場合は取り外す）ことで狭い機内の通路の移動を可能にしたもので、椅子を乗換えることなく乗降

を可能にしたものである。 

 
 

 
 

機内乗込用車椅子 

主輪を取り外すと幅 400ｍｍ程度になる。 
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